
 

 

第３節 防災関係機関等の責務と処理 

   すべき事務又は業務の大綱 
 

１ 防災関係機関等責務 

(1)  新潟市 

 新潟市は、災害対策基本法第５条の規定に基づき、防災の第一次的責任を有する基礎的

地方公共団体として、市域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、新

潟県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体、市民及

び事業者の協力を得て防災活動を実施する。 

(2)  新潟県 

 新潟県は、災害対策基本法第４条の規定に基づき、指定地方行政機関、指定公共機関、

指定地方公共機関、他の地方公共団体、市民及び事業者の協力を得て防災活動を実施する

とともに、新潟市の防災活動を援助し、かつその調整を行う。 

(3)  指定地方行政機関 

 指定地方行政機関は、災害対策基本法第３条の規定に基づき、指定行政機関及び他の指

定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、新潟市の活動が円滑に行

われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

(4)  指定公共機関及び指定地方公共機関 

 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害対策基本法第６条の規定に基づき、その業

務の公共性又は広域性にかんがみ自ら防災活動を実施するとともに、新潟市の活動が円滑

に行われるようその業務に協力する。 

(5)  公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

 一般社団法人新潟市医師会等の公共的団体及び病院等の防災上重要な施設の管理者は、

災害対策基本法第７条第１項の規定に基づき、平常時からそれぞれの業務に応じた災害予

防体制を整備するとともに、災害時には災害応急対策を実施する。また、新潟市の防災活

動に協力する。 

 

２ 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりである。 

(1)  新潟市 

ア 新潟市防災会議に関する事務 

イ 防災に関する組織の整備 

ウ 防災に関する調査、研究 

エ 防災知識の普及、防災に関する教育及び訓練の実施 

オ 自主防災組織の育成指導 

カ 防災施設及び設備の整備、点検 

キ 水道事業の災害対策 

ク 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

ケ 災害予警報等の情報伝達及び広報 

コ 災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

サ 避難情報の発令、誘導及び災害広報 

シ 被災者に対する救助及び救護措置 

ス 消防活動、水防活動、その他の応急措置 

セ 緊急道路及び緊急輸送の確保 

ソ 災害時における清掃、防疫その他保健衛生に関する応急措置 

タ 災害時における応急教育 

チ 公共土木施設及び農業用施設等に対する応急措置 

ツ 農作物、家畜、林産物及び水産物に関する応急措置 
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テ その他災害の発生の防御又は拡大の防止及び災害復旧・復興のための措置 

(2)  新潟県 

ア 新潟県防災会議に関する事務 

イ 市町村並びに指定公共機関及び指定地方行政機関の防災事務又は業務の実施について

の総合調整 

ウ 災害予警報等情報伝達 

エ 被災状況に関する情報収集 

オ 災害広報 

カ 避難の勧告、指示等 

キ 市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整 

ク 災害救助法に基づく被災者の救助 

ケ 災害時の防疫その他保健衛生の応急措置 

コ 市町村の実施する消防活動及び浸水対策活動に対する指示、援助 

サ 被災児童・生徒等に対する応急教育 

シ 被災要配慮者に対する相談、支援 

ス 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置 

セ 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置 

ソ 緊急通行車両の確認 

タ 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設、設備の整備 

チ 自衛隊の災害派遣要請 

ツ 他の都道府県に対する応援要請 

(3)  新潟県警察 

ア 災害情報の収集・伝達 

イ 避難の措置 

ウ 救出・救助 

エ 交通の確保 

オ 警戒区域の設定 

カ 行方不明者の捜索 

キ 死者の身元確認 

ク 犯罪の予防・取締り 

ケ 被災者等の安心感を醸成するための広報及び住民対策 

コ その他災害警備活動上必要な警察活動 

(4)  指定地方行政機関 

ア 関東財務局（新潟財務事務所） 

(ｱ)  災害時における金融機関に対する緊急措置の要請 

(ｲ)  災害時における地方公共団体に対する国有財産の無償貸付及び使用許可 

(ｳ)  被災施設の災害復旧事業費査定の立会 

(ｴ)  地方公共団体に対する災害融資 

イ 北陸農政局（新潟地域センター）新潟県拠点 

 災害時における応急食料の引き渡し 

ウ 北陸地方整備局 

 (ｱ) 本局 

a  情報の収集・提供（情報収集員の派遣を含む） 

b  北陸地方整備局等の職員の派遣 

c  災害に係る専門家の派遣 

d  構成機関が保有する車両、建設機械、応急組立橋等応急復旧資機材の貸し付け 

e  構成機関が保有する通信機器等の貸し付け及び操作員の派遣 

f  災害応急対応事業の実施 



 

 

g  通行規制等の措置 

h  構成機関の団体等に対する要請が必要な場合の協力 

(ｲ) 新潟港湾・空港整備事務所 

a  港湾の整備及び港湾にかかる海岸の整備並びにその災害復旧 

b  国が行う海洋の汚染防除 

c  飛行場に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧 

(ｳ) 新潟国道事務所 

所管国道の維持管理、改築及び災害復旧工事 

(ｴ) 信濃川下流河川事務所 

   a  所轄河川に関する水防警報及び洪水予報 

b  所轄河川の維持管理、改修及び災害復旧工事 

(ｵ) 阿賀野川河川事務所 

a  所轄河川に関する水防警報及び洪水予報 

b  所轄河川の維持管理、改修及び災害復旧工事 

エ 北陸信越運輸局 

 災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送のあっせん並びに船舶及び自動車に

よる輸送及び港湾荷役作業の確保 

オ 東京航空局（新潟空港事務所） 

(ｱ)  空港及び航空保安施設の管理運用 

(ｲ)  航空機による輸送の確保 

カ 新潟海上保安部 

(ｱ)  海上における人命及び財産の保護並びに公共秩序の維持 

(ｲ)  海難救助及び天災地変その他救済を必要とする場合の援助 

(ｳ)  海上災害に関する防災活動及び指導、啓発、訓練 

(ｴ)  船舶交通に関する規制等海上交通の安全確保 

キ 東京管区気象台（新潟地方気象台） 

(ｱ)  気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

(ｲ)  気象、地象、（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）及び水象

の予報及び並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説 

(ｳ)  気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

(ｴ) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

(ｵ) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

ク 新潟労働局（新潟労働基準監督署） 

 災害時における産業安全確保 

（5）陸上自衛隊第30普通科連隊 

ア 防災関係資料の事前収集と災害派遣準備体制の確立 

イ 災害発生時の市の情報収集活動への協力 

ウ 災害出動要請又は出動命令に基づく人命救助を最優先とした応急救援活動の実施 

（6）指定公共機関 

ア 東日本電信電話（株）株式会社新潟支店 

(ｱ)  公衆通信施設の災害予防措置 

(ｲ)  災害時における通信の確保、被災設備の早期復旧 

(ｳ)  災害応急措置の実施に必要とする通信の優先確保 

イ 日本銀行新潟支店 

(ｱ) 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

 ａ 通貨の円滑な供給の確保 

 ｂ 現金供給のための輸送、通信手段の確保 

 ｃ 通貨および金融の調節 



 

 

(ｲ) 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

a 決裁システムの安定的な運行に係る措置 

ｂ 資金の貸付け 

(ｳ) 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

(ｴ) 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

(ｵ) 各種措置に関する広報 

ウ 日本赤十字社新潟県支部 

(ｱ)  医療救護 

(ｲ)  救援物資の備蓄及び配分 

(ｳ) 血液製剤の供給 

(ｴ)  災害義援金の受付及び配分 

(ｵ)  その他応急対応に必要な業務 

エ 日本放送協会新潟放送局 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

オ 東日本高速道路株式会社新潟支社新潟管理事務所 

(ｱ)  高速自動車国道の防災管理 

(ｲ)  災害時の高速自動車国道における輸送路の確保 

(ｳ)  高速自動車国道の早期災害復旧 

カ 東日本旅客鉄道株式会社新潟支社 

(ｱ)  鉄道施設の災害予防措置 

(ｲ)  災害時における人員等の緊急輸送措置 

キ 日本通運株式会社新潟支店 

(ｱ)  災害時における車両借り上げ要請に対する即応措置 

(ｲ)  災害用物資の緊急輸送 

ク 東北電力ネットワーク株式会社 

(ｱ)  電力供給施設の災害予防措置 

(ｲ)  災害時における配電等の応急対策 

(ｳ)  被災施設の早期復旧 

ケ 日本郵便株式会社新潟中央郵便局 

     災害地における郵便業務の確保 

（7）指定地方公共機関 

ア 土地改良区 

 水門、水路、ため池等の施設の整備及びその防災管理並びに災害復旧 

イ 北陸ガス株式会社 

 災害時における都市ガスの安定供給 

ウ 越後天然ガス株式会社 

 災害時における都市ガスの安定供給 

エ 蒲原ガス株式会社 

 災害時における都市ガスの安定供給 

オ 白根ガス株式会社 

 災害時における都市ガスの安定供給 

カ 新潟運輸株式会社 

 災害時における陸路による緊急輸送の確保 

キ 新潟交通株式会社 

 災害時における陸路による緊急輸送の確保 

  

 



 

 

ク 株式会社新潟放送 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

ケ 株式会社ＮＳＴ新潟総合テレビ 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

コ 株式会社テレビ新潟放送網 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

サ 株式会社新潟テレビ21 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

シ 株式会社新潟日報社 

  災害時における必要な情報の報道 

シス 株式会社エフエムラジオ新潟 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

ス 株式会社新潟日報社（掲載場所の移動） 

 災害時における必要な情報の放送 

セ 全国農業協同組合連合会新潟県本部（掲載場所の移動） 

(ｱ)  災害時における緊急物資の調達 

(ｲ)  災害時における陸路による緊急輸送 

ソ 新潟県民エフエム放送株式会社（削除） 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

タセ 株式会社 けんと放送 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

チソ 株式会社エフエム新津 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

ツタ エフエム角田山コミュニティ放送株式会社 

(ｱ)  気象予警報等の放送 

(ｲ)  災害時における必要な情報の放送 

テチ 公益社団法人新潟県看護協会 

 災害時における医療看護、看護職ボランティア派遣 

（8）その他公共的団体 

ア 全国農業協同組合連合会新潟県本部 

(ｱ)  災害時における緊急物資の調達 

(ｲ)  災害時における陸路による緊急輸送 

アイ 一般社団法人新潟市医師会 

 災害時における医療救護 

イウ 一般社団法人新潟市歯科医師会 

  災害時における医療救護 

エ 一般社団法人新潟市薬剤師会 

  災害時における医療救護 

ウオ 一般社団法人新潟県銀行協会 

 災害時における緊急融資に関する金融機関との連絡調整 



 

 

エカ 新潟商工会議所 

(ｱ)  災害時における物価安定についての協力、徹底 

(ｲ)  救助用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせん 

オキ 新潟市連合婦人会 

 災害時における避難所運営協力 

  カク 新潟市社会福祉協議会 

    災害時におけるボランティアセンターの運営 



 

 

第４節 新 潟 市 の概 況 

 

１ 地理的概要 

 新潟市は、新潟県の北西部に位置し、主に信濃川と阿賀野川の河口に堆積した沖積平野の

上に発展した街であり、面積は726.27km2である。土地は概ね平坦で、海岸線に沿って砂丘地

が広がり、その背後に防砂・防風林である松林があり、市街地を冬の季節風から守っている。

かつては大小の潟や沼のある低湿地帯であった内陸部は、土地改良事業により豊かな稲作農

地を有するが、市街化区域内ではほぼ全域で都市的土地利用がなされており、その外側でも

都市的土地利用への転換が行われている。また、南東側に新津丘陵、南西側に角田・弥彦山

地がある。（地盤高図については、資料編 表1-1-4-1 を参照） 

 

２ 自然条件 

(1)  地象（地質・土壌・地形）  

 本市は、日本海側の代表的な海岸平野である新潟平野の中央部に位置する。本市の大半

は、信濃川と阿賀野川によって形成された沖積低地であり、地質は第４沖積層に属し、粘

土、砂、泥炭などから形成されており、軟弱な地盤となっている。こうした平野に位置す

るため、低地土壌が主となっている。この低地土壌は、信濃川、阿賀野川の微細粒質な可

成沖積土と海岸沿いの粗粒質な砂丘性砂質土に大別される。また、丘陵地、山地は秋葉区

の新津地区及び小須戸地区並びに西蒲区の岩室地区及び巻地区に分布している。 

 地形的には、砂丘、低湿地、潟、丘陵地帯、山地に大別される。 

 広義の新潟砂丘は、村上市から角田山の麓にいたる約80kmの海岸及びその内陸側に幅広

く分布する。これらは完新世に形成された新砂丘からなるが、新潟東港付近では、砂丘列

が10列と最も多く、その幅は10kmに及ぶ。 

 平野の大半は低湿地であるが、幾多の治水事業により、全国でも有数の穀倉地帯を作り

出した。反面、多くの潟や沼は埋め立てられ、鳥屋野潟や佐潟などを残すのみとなった。 

 また、低湿地帯の中に河川の氾濫によって生じた自然堤防が数多く点在しているが、こ

れらは比較的安定した地盤特性を有しており、そこには古くから集落が形成されている。 

 山地は秋葉区の新津地区及び小須戸地区に標高100ｍ前後の丘陵地帯が広がっており、西

蒲区の岩室地区には多宝山が、巻地区には角田山がある。 

(2)  水象 

 本市は、日本海にそそぎ込む水量豊かな信濃川、阿賀野川の２大河川や鳥屋野潟、佐潟、

福島潟などを有し、古くから「水の都」と呼ばれてきた。 

 信濃川は、長野、埼玉、山梨県境の甲武信岳に源を発し、長野県、新潟県を北流して日

本海に注ぐ流域面積11,900km2、幹線流路延長367kmの河川である。また、阿賀野川は、そ

の源を栃木、福島県境の荒海山に発し、福島県、新潟県を北流して日本海に注ぐ流域面積

7,710km2、幹線流路延長210kmの河川であり、両河川とも我が国屈指の大河川である。 

 鳥屋野潟は、本市の北側、海岸から約４kmのところに位置し、全体の形は東北東から西

南西に延びた楕円形で、長さ約2.5km、幅約１km、面積1.67km2である。また、佐潟は本市

の西側に位置し、南西方向にある上佐潟と北東方向にある本潟の大小２つの潟からなり、

本潟は長さ1.3km、幅約0.4km、面積0.4km2である。外部から流入する河川はなく、水源は

砂丘からの湧水や雨水である。福島潟は、本市の東側に位置し、長さ2.4km、幅1.5km、面

積1.93km2である。外部から折居川等13の河川が流入している。 

(3)  気象 

 日本海側の気候区に属する新潟県は豪雪で有名であるが、本市は県内でも降雪の少ない

地域となっている。これは本市が広大な新潟平野の海岸線に位置しており、また、佐渡の

島影になることなど、地形の影響によるものである。 

 年間の気候の特徴として、１～２月は最も寒い時期で、雪を伴った強い北西の季節風が

吹く。12月下旬から２月上旬頃が降雪期となり、市内でも積雪がみられるが、近年は極端
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な小雪又は大雪になる傾向がみられる。しかし４月中旬には桜が開花し、５月中は晴天で

暖かい日が多く、１年中で一番良い気候の時期である。６月中旬に梅雨に入り、７月には

大雨になることが多く、市内の低地に浸水害をもたらすことがある。８月は日最高気温が

30度以上の高温の晴天の日が続き、下旬頃からは台風の進路にあたることがあるが、比較

的被害は少ない。 

 ９月下旬から11月中旬にかけては天候の変わりやすい時期で、北からの寒気の影響でく

もりや雨の日もあるが、晴天で比較的温暖な日も多い。11月上旬頃は紅葉が盛りとなり、

中旬以降は北西の風が強くなり、晴れたり曇ったり、またときどき雨や雪の降る変化の激

しいしぐれの季節となる。初雪は11月下旬に見られる。 

 また、風向を夏季、冬季別にみると、夏季においては海・陸風の影響を強く受け、南よ

り及び北よりの風向が卓越している。一方、冬季においては北西の季節風が卓越する。 

 新潟地方気象台における観測史上１位（年間を通じた値）の日最大瞬間風速は、平成３

年９月28日に記録された45.5m／sである。（過去10年間の観測値については、資料編 表

1-1-4-2 を参照） 

 

３ 社 会 条 件 

(1)  人口 

 本市の人口は、明治22年の市制施行以来順調な増加を示し、特に戦後は高度経済成長や

周辺町村との合併が相まって急激な人口増加を遂げてきたが、国政調査結果では平成17年

をピークに、平成22年からは減少に転じている。令和２年の国勢調査結果（確定値）によ

れば、人口789,275人（男379,741人、女409,534人）となっている。（人口の推移について

は、資料編  表1-1-4-3 を参照） 

(2)  産業 

 本市の産業は、大正から昭和にかけて近代都市化に向けての基盤整備が急速に進められ、

港の改修、鉄道の開通、上水道の建設、教育施設の拡大や石油精製工場、化学肥料工場、

各種機械工業等の工場が立地するなど、めざましい躍進を遂げた。 

 戦後は経済復興と自立経済を目指して、天然ガスの採掘が進められるとともにガス化学

工場が立地し、昭和26年頃から次々と工場が進出した。 

 新潟港は、安政５年（1858年）の日米修好通商条約において函館・神奈川（横浜）・長崎・

兵庫（神戸）とともに５港の一つとして指定され、近代都市としての歩みを始めた。 

 昭和26年には重要港湾、昭和42年には特定重要港湾に指定され、国際的近代貿易港とし

ての位置づけが固まった。また、昭和44年には新たに掘込み港の新潟東港が開港、背後地

の臨海工業地帯の建設が進められている。現在は、平成23年３月の港湾法の改正を受け、

国際拠点港湾に指定されている。 

 昭和48年には国際航空路が開設、昭和57年には上越新幹線が開通し、昭和60年には関越

自動車道、昭和63年には北陸自動車道、平成９年には磐越自動車道がそれぞれ全線開通す

るに至った。 

 以上の経過にみられるように、都市基盤の整備、都市機能の充実が図られ、今後ますま

す本市産業の発展が期待されている。 

(3)  土地利用 

 本市の面積は726.27km2で、このうち用途地域は129.85km2で約18％を占め、商工業活動

や住居としての生活の場となっている。一方、市街地周辺は、農業を中心とした生活と生

産の場となっている。 

 市域の土地利用状況を見ると、約33％が宅地や道路用地等の都市的土地利用であり、残

り約67％が農地や山林等の自然的土地利用となっている。 

 用途地域内では、都市的土地利用が約93％、農地が約４％を占めている。都市的土地利

用の内訳は約39％が住宅用地と最も多く、次いで道路用地の約18％、工業用地の約11％と

なっている。 



 

 

第５節 新潟市の既往の主な災害 
 

※該当箇所抜粋（新規） 

 

（３）令和２年度の大雪 

 ア 概要 

 （ｱ）令和２年12月末から令和３年２月にかけて、降雪の多い日が断続的に続き、特に令

和３年１月に入ってからは市内全域で大雪となり、各区の最大積雪深平均は90㎝を

記録した。 

 

【最大積雪深】（各区消防署での計測値による）     単位：㎝（１㎝未満四捨五入） 

対象年度 北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲 平均 

H27～R1平均 38 24 32 35 51 38 30 32 35 

R2 105 63 76 80 131 92 72 98 90 

 

  (ｲ) 降雪等の影響により、市内各所で被害が発生した。 

   a 幹線道路を中心に大渋滞の発生 

   b 生活道路を中心に除排雪作業の遅れ 

  c ＪＲ路線の運休やダイヤの乱れ 

   d バス路線の運休やダイヤの乱れ、迂回運行 

   e 小中学校の休校、時差登校 など 

 

イ 災害応急対策等 

大雪警報、暴風雪警報に伴う新潟市災害警戒本部を設置した（12月31日から２月４日

までの間に６回設置）。また、1月29日には地吹雪発生による警戒配備体制を敷いた。 
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第９節 農地・農業用施設等の災害予防計画 

～～以下節を順送りで修正～～ 

 農地、農道、用排水施設及びため池等の農地・農業用施設等の災害の未然防止と被害解消のため、新

潟県農業農村整備長期計画に即し、たん水防除、地盤沈下対策、ため池整備等により農地の保全等を防

災上の観点からの緊急度、影響度等を考慮して計画的な整備を推進するとともに、公益的機能を果たし

ている農業用施設の適正な維持管理体制の整備、強化を図る。 

 

実施担当 農林水産部 各区役所 

防災関係機関 県 土地改良区 土地改良区連合 農業協同組合 施設管理者 

 

１ 農地・農業用施設等の災害予防 

（１） 各施設の共通的な災害予防 

   農地・農業用施設等の管理者は、災害予防対策に当たり、次の事項に十分留意するものとす 

る。（農業用施設一覧を資料編 表 3-1-30-１ に示す） 

  ア 管理体制等の整備 

      頭首工、樋門、樋管、大規模排水機場等の農業用施設の管理については、一貫した管理が取 

れるように措置するとともに、各管理主体で施設の維持管理計画を定め、操作マニュアルの作 

成、管理技術者の育成確保、管理体制の強化と徹底を図る。 

    イ 施設の点検 

（ｱ） 常に気象予報に注意し、出水時及び異常時には応急措置を施すことができるよう平時 

から農業用施設等の定期的な点検を実施し、異常な兆候の早期発見、危険個所の整備等に 

努めるものとする。 

(ｲ)  震度 5 弱以上の地震が発生した場合は、臨時点検基準により土地改良区等と協力して直

ちにパトロールを実施し、排水機場、ため池等の緊急点検を行う。その際に、危険と認め 

られる箇所については、関係機関等への連絡、市民に対する避難のための勧告・指導等を 

行うとともに、適切な避難誘導を実施する。 

    ウ 情報管理手法の確立 

      基幹農道、頭首工、樋門、樋管、大規模排水機場等に関する雨量、水位、水質等の防災情報 

を一元的に迅速かつ的確に集約する手法の導入や整備を検討する。 

    エ 緊急用資機材の点検・備蓄 

      緊急用資機材については、防災備蓄拠点に（一社）新潟市建設業協会等の民間団体と協力 

し、備蓄に努める。 

（２） 農道施設の災害予防 

   基幹的な農道及び重要度の高い農道については、「道路橋示方書」等の技術基準により耐震設 

  計を行う。 

（３） 用排水施設の災害予防 

   用排水施設の整備にあたっては、地域全体の排水機能の向上等の多面的効果が発揮されるよ 
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う配慮するものとし、土地利用の変化や排水先河川の整備状況も十分配慮した湛水防除事業や 

地盤沈下対策事業の実施により、農業用施設の機能回復を図るなど被害の早期救済と未然防止 

に努める。 

 また、頭首工・樋門・樋管・排水機場等のうち、耐震性が不十分な施設については、改修時に 

河川砂防技術基準等に基づき、その向上を図る。 

（４） ため池施設の災害予防 

農業用ため池の大多数は、築造後かなりの年数を経過し、提体や取水施設の老朽化が著しく、 

また、洪水吐機能が不十分なものもある。 

 ため池の管理者は、平時からため池の点検を実施し、異常な兆候の早期発見、危険個所の整備 

に努める。出水時及び異常時には応急措置を施すことができるよう体制を整備するとともに、貯 

水制限等の措置を講じて災害の未然防止に努める。 

 ため池の老朽化の甚だしいもの、提体構造に不安のあるものについては、放流用の水路ととも 

に計画的な施設の整備に努める。 

 また、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設が存在し、人的被害を与えるおそれがあるた 

め池（防災重点ため池）については、ハザードマップの作成等により、適切な情報提供を図ると 

ともに、計画的な施設整備に努める。 

 

２ それぞれの役割 

（１） 市の役割 

① 土地改良区等及び農業協同組合の連絡体制の整備 

 土地改良区等及び農業協同組合から被害発生の情報が入ったときには、その情報が速や

かに関係機関に報告されるよう、また、市から土地改良区及び農業協同組合への伝達等が

確実に伝わるよう、緊急連絡体制を整備する。 

② 気象、水象、地震に関する情報の収集・連絡 

 最大時間雨量、最大 24 時間雨量、連続雨量等の気象情報や洪水発生の有無及び震度、

震源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報並びに被害情報の収集・連絡を

迅速に行う。 

③ 施設の点検 

 警報等が発表され災害が発生する危険が予想される場合は、パトロール等の現状把握に

努め、ため池等の緊急点検を行う。また、震度 5弱以上の地震が発生した場合は、臨時点

検基準により土地改良区等と協力して直ちにパトロールを実施し、緊急点検を行う。その

際に危険と認められる箇所については、関係機関等への連絡、市民に対する非難のための

勧告・指示等を行うとともに適切な避難誘導等を実施する。 

④ 被害状況の把握 

 土地改良区等及び農業協同組合と協力して、農地・農業用施設の被害状況を把握し、そ

の被害報告を取りまとめて関係機関に連絡する。 

⑤ 応急対策等の実施 

 関係機関の協力を得ながら被災者の生活確保を最優先に農地・農業用施設の機能確保の



ため、被害状況に応じた体制を整備し、必要な応急対策を実施する。また、被害の状況か

ら緊急的に復旧が認められる場合は、関係者との調整を早急に実施し復旧工事に着手する。 

（２） 県の役割 

① 市との連絡体制の整備 

 市から被害発生の情報が入ったときには、その情報が速やかに関係機関に報告されるよ

う、また、県から市への伝達等が確実に伝わるよう緊急連絡体制を整備する。 

② 気象、水象、地震に関する情報の収集・連絡 

 最大時間雨量、最大 24 時間雨量、連続雨量等の気象情報や洪水発生の有無等や震度、

震源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報等の被害情報の収集・連絡を迅

速に行う。 

③ 施設の点検 

 警報等が発表され災害が発生する危険が予想される場合はパトロール等の現状把握に

努め、また、震度 4以上の地震が発生した場合は、緊急点検基準により直ちにパトロール

を実施し、県営事業実施中の施設、県管理施設等の緊急点検を行う。また、市等が行う防

災重点ため池等の緊急点検に必要に応じて協力する。その際に危険と認められる箇所につ

いては、関係機関等への連絡、住民の避難が必要な場合は、関係機関と連携のもと適切な

避難誘導を実施する。 

④ 被害状況の把握 

 市、土地改良区等及び農業協同組合と協力しながら、農地・農業用施設の被害状況を把

握し、その被害報告を取りまとめて関係機関に連絡する。 

⑤ 応急対策等の実施 

 関係機関等との連携のもとに被災者の生活確保を最優先に県管理施設等の機能確保の

ため、被害状況に応じた体制を整備し、必要な応急対策を実施する。また、被害の状況か

ら緊急的に復旧が認められる場合は、関係者との調整を早急に実施し復旧工事に着手する。 

（３） 土地改良区・施設管理者の役割 

① 市との連絡体制の整備 

 関係農家等から被害発生の情報が入ったときには、その情報が速やかに市に報告される

よう、また、土地改良区・施設管理者から市への伝達等が確実に伝わるよう、緊急連絡体

制を整備する。 

② 気象、水象、地震に関する情報の収集・連絡 

 最大時間雨量、最大 24 時間雨量、連続雨量等の気象情報や洪水発生の有無、震度、震

源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・連絡を迅速に

行う。 

③ 施設の点検 

 震度５弱以上の地震が発生した場合は、緊急点検基準により市等と協力して直ちにパト

ロールを実施し、また、警報等が発表され災害が発生する危険が予想される場合はパトロ

ール等の現状把握に努め、管理施設の緊急点検を行う。その際に危険と認められる箇所に

ついては、関係機関等への連絡、住民の避難が必要な場合は、関係機関と連携のもと適切



な避難誘導を実施する。 

④ 被害状況の把握 

 市等と協力しながら、農地・農業用施設の被害状況を把握し、その被害報告を取りまと

めて関係機関に連絡する。 

⑤ 応急対策等の実施 

 関係機関等との連携のもとに被災者の生活確保を最優先に農地・農業用施設の機能確保

のため、被害状況に応じた体制を整備し、必要な応急対策を実施する。また、被害の状況

から緊急的に復旧が認められる場合は、関係者との調整を早急に実施し復旧工事に着手す

る。 

（４） 防災関係機関の役割 

       防災関係機関及び団体等は、平常時より相互の連絡体制を整備する。 

 

 



第 30節 農地・農業用施設等応急対策計画 

～～以下節を順送りで修正～～ 

 大規模な災害により、農地、農道、用排水施設及びため池等の農地・農業用施設等に多大な被害が出

ることが予測される。 

市、国、県、農業関係団体等は、緊密な連携の下に被害状況の把握及びその応急対策に努める。 

 

実施担当 農林水産対策部 消防対策部 保健衛生対策部 各区本部 

防災関係機関 北陸農政局 県 土地改良区 農業協同組合 施設管理者 県警察 

１ 農地・農業用業施設等被害状況把握フロー図 

(1)  農林水産班対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  区本部 
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(関係者・関係機関への連絡) 

(立入禁止・避難誘導の措置) 
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（農林水産班） 

報告 

取りまとめ 
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農地・農業用施設管理者 

各施設の緊急点検 

(構造物の安全性・施設の利用 

可能性・周辺状況の把握） 

大規模な風水害等の発生 

（被害発生） （被害発生） 

被害調査班の編成 

農林畜産物、農地・農業用施設及び農林水産漁業施設

等の被害状況等の把握（情報の収集・取りまとめ）  

農林政策課、農村整備・水産課、食と花の推進課 

県 

災害対策本部 

緊急措置 

(関係者・関係機関への連絡) 

(立入禁止・避難誘導の措置) 

報告 （農林水産班） 

報告 

農地・農業用施
設関係被害報告 

報告 

農地・農業用施設管理者 

各施設の緊急点検 

(構造物の安全性・施設の利用 
可能性・周辺状況の把握） 

大規模な風水害等の発生 

（被害発生） （被害発生） 

報告 

被害調査班の編成 

地区内における農地・農業用施設の被害状況等の把握 

農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱第５条に基づく報告(農地関係被害) 
各区担当課 

(農村整備・水産課) 
・農地農業用施設等 

・漁業用施設等 
・水産物及び水産関係施設等 

 
事務局 

報告 

取りまとめ 

別添５



２ 農地・農業用施設等応急対策 

(1)  計画の基本方針 

 農地及び農道、用排水施設、ため池等の農地・農業用施設等の管理者は、気象情報の把握により、

事前に被害を軽減するための措置を的確に行うとともに、地震発生時には被害を軽減するための措

置を行い、災害発生時には関係機関と連携し各管理施設の被害状況の把握及び応急対策を速やかに

実施し、機能確保に努める。 

(2)  非常配備体制の確立 

ア 亀田郷土地改良区の水利施設総合管理システム、白根郷排水水管理システム及び農林水産

省防災ネットシステムの活用 

イ 農林水産対策部農林水産班、各区本部、北陸農政局、県、北陸地方整備局阿賀野川河川事務

所、信濃川下流河川事務所、各排水機場管理者、排水機場管理委託者、排水機場運転委託従事

者、各排水路管理者及びため池管理者等との非常配備体制の確立 

エ 応急工事に必要な建設資材及び重機械、車両等の確保について関連業者等との体制確立 

 (3) 主な取組 

  ①風水害等対策 

   ア 緊急的な被災状況の把握を随時行う。 

   イ 施設管理者は、風水害の発生のおそれがある場合に実施する緊急点検において、過去に

被害が生じた個所や主要構造物等の点検及び監視を行う。 

ウ 用排水施設管理者は、洪水の発生が予想される場合には、ため池、頭首工、排水機場、水

門等適切な操作を行う。また、その操作にあたり、危険を防止するため必要があると認める

ときは、あらかじめ、必要な事項を関係市町村及び警察署に通知するとともに市民に周知さ

せる。 

エ 災害発生後3日以内に被害概要調査及び点検調査を行うとともに、必要に応じて二次災害

防止措置を講ずる。 

オ 点検調査の結果、緊急的に機能回復を行う必要のある施設等においては、災害発生後速や

かに応急復旧を行う。 

カ 施設の被災により、市民等に被害が及ぶ恐れがある場合は、避難の勧告、指示及び避難誘

導を実施する。 

②地震災害対策 

ア ため池の点検及び報告 

(ｱ)対象ため池  

堤高15ｍ未満のため池（本市に堤高15ｍ以上のため池無し）で、堤防決壊等により付近

住民等に危険を及ぼす可能性のあるため池。 

（ｲ）対象地震 

堤高15ｍ未満は、ため池地点周辺が震度5弱以上 

(ｳ)緊急点検内容 

目視による外観点検（地震発生後3時間以内：把握している状況報告） 

緊急点検（24時間以内に報告） 

イ 排水機場及びその他の施設の点検及び報告 

    排水機場、その他の施設及び事業実施中の工事現場で、被災により付近住民等に危険を

及ぼす可能性のあるものは、震度5弱以上になった場合に緊急点検を行い、24時間以内に

関係機関に報告を行う。 

ウ 施設管理者は、緊急点検の結果、危険と認められる箇所については、速やかに二次災害防

止措置を講ずるとともに、緊急的に機能回復を行う必要がある農地・農業用施設において

は、速やかに応急復旧を行う。 

エ 施設の被災により市民等へ被害が及ぶ恐れがある場合は、避難の勧告、指示及び避難誘導



を実施する。 

(4) 要配慮者への配慮 

 避難行動要支援者の住家や利用が想定される施設に近接する農業用施設等の応急対策に当

たっては、優先して行うよう努める。 

 

３ それぞれの責務 

 (1)市の責務 

   ア 市（農林水産班及び各区本部）は、各所管課で定める被害調査班を編成し、気象情報や洪

水発生等の水象情報及び地震発生直後の被災情報の収集・連絡にあたるととともに、土地

改良区等施設管理者と協力して農地・農業用施設等の緊急点検を行い、被害状況の把握及

び応急対策を速やかに実施し、施設の機能回復に努める。 

   イ 各区本部は、把握した被害状況をそれぞれの本庁所管課へ報告し、本庁所管課は所管す

る被害について農林水産班長（農林政策課長）へ報告をおこなう。農林水産班長（農林政策

課長）は被害状況を取りまとめ、災害対策本部事務局に報告するとともに「農地農業用施設

災害復旧事業事務取扱要綱」に基づき、県へ報告する。 

 なお、各区本部においては各区本部事務局へも被害状況を報告する。 

 (2)県の責務 

   気象情報や洪水発生等の水象情報及び地震発生直後の被災情報の収集・連絡にあたるととも

に、県管理施設等の緊急点検を行い、被害状況の把握及び応急対策を速やかに実施し、農地・農

業用施設の機能回復に努める。 

 また、県及び他市町村職員の応援派遣等により市を支援する。 

 (3)土地改良区・施設管理者の責務 

   気象情報や洪水発生等の水象情報及び地震発生直後の被災情報の収集・連絡にあたるととも

に、市（農林水産班及び各区本部）等と協力して各管理施設の緊急点検を行い、被害状況の把握

及び緊急対策を速やかに実施し、農地・農業用施設の機能回復に努める。 

 

４ 応急対策体制の概念図 

 

 

各施設管理者・関連団体等 
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（農林水産班） 
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 大規模な災害により農地や農作物、農林業関係用施設、水産業関係施設等に多大な被害が出

ることが予測される。 

 そのため、災害時には県及び農林水産業関係団体等と密接に連携を図り、被害等の情報収集

に努めるとともに、被災した施設等については機能を回復するための応急対策について定める。 

実 施 担 当 農林水産対策部 消防対策部 保健衛生対策部 各区本部 

防災関係機関 
県 新潟海上保安部 土地改良区 

全国農業協同組合連合会新潟県本部 県警察 

１ 農林水産業施設等被害状況把握フロー図 

(1)  農林水産班対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  区本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２ 農作物及び農業用施設の被害状況把握及び報告 

(1)  農林水産班及び各区本部は、大規模な災害が発生した場合、直ちに各所管課で定める被

害調査班を編成し、農作物や農業用施設の被害状況を農業関係団体等の協力を得ながら、

速やかに把握する。 

区本部 

県 

災害対策本部 

緊急措置 

(関係者・関係機関への連絡) 

(立入禁止・避難誘導の措置) 

報告 
（農林水産班） 

報告 

取りまとめ 

報告 

農林水産用業施設管理者 

各施設の緊急点検 

(構造物の安全性・施設の利用 

可能性・周辺状況の把握） 

大規模な風水害等の発生 

（被害発生） （被害発生） 

被害調査班の編成 

農林畜産物、農地及び農林水産漁業施設等の被害状 

況等の把握（情報の収集・取りまとめ）  

農林政策課、農村整備・水産課、食と花の推進課、

中央卸売市場 

県 

災害対策本部 

緊急措置 

(関係者・関係機関への連絡) 

(立入禁止・避難誘導の措置) 

報告 （農林水産班） 

報告 

農地・水産業関係
被害報告 

報告 

農林水産用業施設管理者 

各施設の緊急点検 

(構造物の安全性・施設の利用 
可能性・周辺状況の把握） 

大規模な風水害等の発生 

（被害発生） （被害発生） 

報告 

被害調査班の編成 

地区内における農林畜産物、農地及び農林水産漁業施設等の被害状況等の把握 

農林水産業被害報告要領第５に基づく報告（農業・水産業・林業関係） 
農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱第５条に基づく報告(農地関係被害) 

各区担当課 

農林業関係 
被害報告 

(農村整備・水産課) 
・農地農業用施設等 

・漁業用施設等 
・水産物及び水産関係施設等 

 
事務局 

報告 

(農林政策課) 

・農作物及び農業用施設等 
・家畜及び家畜飼育施設 
・林産物及び林業関係施設等 

取りまとめ 

（市場班） 

別添６



 

 

(2)  農業用施設の施設管理者は、災害による被害が発生又は発生するおそれがある場合、直

ちにパトロールを実施し、各施設の主要構造物等の緊急点検を行う。その際に危険箇所が

認められるときは、市（農林水産班及び各区本部）及び関係機関等へ連絡するとともに付

近住民に対する避難のための勧告・指示等適切な避難誘導を実施するものとする。 

(3)  各区本部は把握した被害状況をそれぞれの本庁所管課へ報告し、本庁所管課は所管する

被害について農林水産班長へ報告をおこなう。農林水産班長は被害状況を取りまとめ、災

害対策本部事務局に報告するとともに「新潟県農林水産業被害報告要領」に基づき、県へ

報告する。 

 なお、各区役所においては各区本部事務局へも被害状況を報告する。 

３ 農作物及び農業用施設の緊急対策及び応急対策 

(1)  二次災害防止のための緊急対策 

 農林水産班及び各区本部は、農業用施設の被害状況により必要があると認めたときは、

二次災害を防止するため農業協同組合及び関係農家に対し、次の指導又は指示を行う。 

ア 農舎、園芸ハウス等の倒壊防止措置 

イ 農業用燃料の漏出防止措置 

ウ 農薬の漏出防止措置 

(2)  応急対策 

 農林水産班及び各区本部は、農業関係団体や農家等と連携協力し、農作物及び農業用施

設の被害状況を把握し、県に報告するとともに、被害状況に応じた応急対策を講ずるもの

とする。 

ア 種苗の供給体制の確保 

 災害により農作物に被害を受けた場合、種苗が緊急に必要になることから、市内の農

業協同組合や県を通じて種苗の供給体制の確保を図るものとする。 

イ 病害虫の予防 

 災害により農作物に病害虫の発生が予測される場合、速やかに薬剤を確保するととも

に農業協同組合や農業共済組合を通じた病害虫防除のための薬剤散布を実施する。 

ウ 中央卸売市場の早期開場措置 

 市場班は、市場関係者の協力を得て、市場開設区域及び周辺地域の青果物の流通実態

を把握し、早期の市場開設に努める。 

エ 応急対策用農業用資機材の円滑な供給 

オ 農作物の生育段階に対応した生産管理技術指導 

４ 家畜及び家畜飼養施設の被害状況把握及び報告 

(1)  農林水産班及び各区本部は、大規模な災害が発生した場合、直ちに各所管課で定める被

害調査班を編成し、家畜及び家畜飼養施設の被害状況を畜産業関係団体等の協力を得なが

ら、速やかに把握する。 

(2)  家畜飼養施設の施設管理者は、災害による被害が発生又は発生するおそれがある場合、

直ちにパトロールを実施し、各施設の主要構造物等の緊急点検を行う。その際に危険箇所

が認められるときは、市（農林水産班及び各区本部）及び関係機関等へ連絡するとともに

付近住民に対する避難のための勧告・指示等適切な避難誘導を実施するものとする。 

(3)  各区本部は把握した被害状況を本庁所管課へ報告し、本庁所管課は所管する被害につい

て農林水産班長（農林政策課長）へ報告をおこなう。農林水産班長（農林政策課長）は被

害状況を取りまとめ、災害対策本部事務局に報告するとともに「新潟県農林水産業被害報

告要領」に基づき、県へ報告する。 

 なお、各区役所においては各区本部事務局へも被害状況を報告する。 



 

 

５ 家畜及び家畜飼養施設の緊急対策及び応急対策 

(1)  二次災害防止のための緊急対策 

 農林水産班及び各区本部は、被害の状況により必要があると認めたときは、二次災害を

防止するため農業協同組合及び飼育農家に対し、次の指導又は指示を行う。 

ア 畜舎の二次倒壊防止措置及び生存家畜の速やかな救出措置 

イ 家畜の逃亡防止及び捕獲、収容による住民への危害防止措置 

(2)  応急対策 

 農林水産班及び各区本部は、農業協同組合等との連携・協力のもと、家畜被害に対する

応急対策を講じ、又は関係機関に要請を行う。 

ア 家畜の防疫等 

 家畜に伝染病が発生または蔓延するおそれのある場合は、県中央家畜保健衛生所、関

係農業協同組合（又は市内関係農業協同組合）及び農業共済組合を通じ緊急に予防接種

や畜舎の消毒を実施する。 

イ 家畜等の死体処理 

 河川、海岸等で家畜の死体が発見されたときは、消毒等の措置を速やかに行い、県中

央家畜保健衛生所の検視を受けたのち、へい獣処理場へ処理を依頼する。 

６ 農地農業用施設等の被害状況把握及び報告 

(1)  農林水産班及び各区本部は、大規模な災害が発生又は発生するおそれがある場合、直ち

に各所管課で定める被害調査班を編成し、農地農業用施設の被害状況を農業関係団体等の

協力を得ながら、速やかに把握する。 

(2)  農地農業用施設の施設管理者は、災害による被害が発生した場合、直ちにパトロールを

実施し、各施設の主要構造物等の緊急点検を行う。その際に危険箇所が認められるときは、

市（農林水産班及び各区本部）及び関係機関等へ連絡するとともに付近住民に対する避難

のための勧告・指示等適切な避難誘導を実施するものとする。 

(3)  各区本部は把握した被害状況をそれぞれの本庁所管課へ報告し、本庁所管課は所管する

被害について農林水産班長（農林政策課長）へ報告をおこなう。農林水産班長（農林政策

課長）は被害状況を取りまとめ、災害対策本部事務局に報告するとともに「農地農業用施

設災害復旧事業事務取扱要綱」に基づき、県へ報告する。 

 なお、各区本部においては各区本部事務局へも被害状況を報告する。 

７ 農地農業用施設等の緊急対策及び応急対策 

(1)  農地のたん水排除 

河川等の決壊により生じたたん水を排除するため、県や土地改良区、水防団等と連携を

図りながら仮閉め切りや排水作業、仮排水路工事等を行う。 

(2)  排水機場の運転管理 

災害発生とともに機械設備等の再点検を速やかに行うとともに、破損箇所については機

能回復のための応急工事を行い、排水処理の万全を図る。 

 また、排水を行う場合は他の排水機場と直ちに連携を図るとともに、必要により土地改

良区等の関係団体の協力を得て運転の管理にあたる。 

(3)  農業用施設等の応急工事 

農業用施設の被害や農地等のたん水被害を最小限度にくい止めるため、関係団体の協力

を得るとともに、被災した施設の被害拡大防止や機能の一時的回復を図るための応急工事

を緊急に実施する。 

８６ 水産物及び水産関係施設の被害状況把握及び報告 

(1)  農林水産班及び関係各区本部は、大規模な災害が発生した場合、直ちに各所管課で定め

る被害調査班を編成し、水産物及び水産関係施設の被害状況を水産業関係団体等の協力を



 

 

得ながら、速やかに把握する。 

(2)  水産関係施設の施設管理者は、災害による被害が発生又は発生するおそれがある場合、

直ちにパトロールを実施し、各施設の主要構造物等の緊急点検を行う。その際に危険箇所

が認められるときは、市（農林水産班及び各区本部）及び関係機関等へ連絡するとともに

付近住民に対する避難のための勧告・指示等適切な避難誘導を実施するものとする。 

(3)  関係各区本部は把握した被害状況をそれぞれの本庁所管課へ報告し、本庁所管課は所管

する被害について農林水産班長へ報告をおこなう。農林水産班長は被害状況を取りまとめ、

災害対策本部事務局に報告するとともに「新潟県農林水産業被害報告要領」に基づき、県

へ報告する。 

 なお、各区本部においては各区本部事務局へも被害状況を報告する。 

９７ 水産物及び水産関係施設の緊急対策及び応急対策 

(1)  二次災害防止のための緊急対策 

農林水産班及び関係各区本部は、水産関係施設の被害状況により必要があると認めたと

きは、二次災害を防止するために市内漁業協同組合及び漁家に対し、次の指導又は指示を

行う。 

ア 流失した船舶、漁業用資機材等の早期回収措置又は 新潟海上保安部、県、新潟県漁業

協同組合連合会、市内漁業協同組合への協力要請 

イ 船舶燃料等の漏出防止措置及び拡散防止又は 新潟海上保安部、新潟県漁業協同組合連

合会、消防対策部、県、市内漁業協同組合への協力要請 

ウ 流出油の拡散防止、回収、無害化措置又は 新潟海上保安部、新潟県漁業協同組合連合

会、消防対策部、県、市内漁業協同組合への協力要請 

(2)  応急対策 

農林水産班及び関係各区本部は、被害状況に応じ、次の応急措置を講じ、関係者への指

導、関係機関への協力要請を行う。 

ア 漁港及び西港漁港区等の施設 

漁港施設や冷凍・冷蔵施設、給油・給水施設等に被害が生じた場合、県及び市内漁業

協同組合と連携を図りながら応急措置を実施する。 

イ 流出や転覆した漁船等 

漁船等の転覆による船舶燃料等の流出、引火、拡散等の防止を消防対策部、県、新潟

海上保安部、市内漁業協同組合と連携を図り対処する。 

 また、流出した漁業用資機材や転覆・流出船の処理対策についても協力して対応する

ものとする。 

ウ 魚市場の早期開場措置 

被災した魚市場が応急工事で開設可能な場合は、市場開設者の協力を得て速やかに工

事を行い、開設するものとする。 

 なお、開場が不可能な場合、県及び市場開設者と協議し、他の開場可能な場所で仮設

魚市場を開場するよう努める。 

エ 応急対策用資材の円滑な供給 

 

10８ 林産物及び林業関係施設の被害状況把握及び報告 

(1)  農林水産班及び関係各区本部は、大規模な災害が発生した場合、直ちに所管課で定める

被害調査班を編成し、林産物及び林業関係施設の被害状況を林産業関係団体等の協力を得

ながら、速やかに把握する。 

(2)  林業関係施設の施設管理者は、地震による被害が発生した、又は発生するおそれがある

場合、直ちにパトロールを実施し、各施設の主要構造物等の緊急点検を行う。その際に危

険箇所が認められるときは、市（農林水産班及び各区本部）及び関係機関等へ連絡すると



 

 

ともに付近住民に対する避難のための勧告・指示等適切な避難誘導を実施するものとする。 

(3)  関係区本部は把握した被害状況をそれぞれの本庁所管課へ報告し、本庁所管課は所管す

る被害について農林水産班長へ報告をおこなう。農林水産班長は被害状況を取りまとめ、

災害対策本部事務局に報告するとともに「新潟県農林水産業被害報告要領」に基づき、県

へ報告する。 

 なお、各区役所においては各区本部事務局へも被害状況を報告する。 

11９ 林産物及び林業関係施設の緊急対策及び応急対策 

(1)  二次災害防止のための緊急対策 

農林水産班及び関係区本部は、林業関係施設の被害状況により必要があると認めたとき

は、二次災害を防止するために関係者への指導又は指示を行う。 

ア 山腹崩壊、地すべり、海岸林侵食等（林野関係）により、人家、道路、林業関係施設

等に直接被害を与え、又は与えるおそれがある場合は、警察、消防対策部等の協力を得

て、迅速・的確な住民避難及び交通規制等の措置（広報対策を含む） 

（海岸林侵食危険箇所を資料編 図3-1-30-1 に示す。） 

イ 地すべり又は亀裂等（林野関係）が生じた場合は、シートで覆う等の緊急措置 

ウ 人家、道路、林道等への倒木被害（林野関係）が発生した場合は、速やかな除去 

エ 林道の通行に危険があると認めたときは、通行止め等の措置 

(2)  応急対策 

農林水産班及び各区本部は、被害状況に応じ、次の応急措置を講じ、関係者への指導、

関係機関への協力要請を行う。 

ア 林業関係施設被害の復旧は、県と連携を図り、災害査定等の実施が容易となるよう所

要の手続きをとり、復旧事業の促進が期されるよう努める。 

 



情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関

する情報（注１） 

各津波予報区の津波の到達予想時刻（注２）や

予想される津波の高さ（発表内容は津波警報・

注意報の種類の表に記載）を発表 

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情

報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発

表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（注

３） 

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の

観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻

や高さを津波予報区単位で発表（注４） 

 

（注１）「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」は、ＸＭＬ電文では

「津波警報・注意報・予報」（VTSE41）に含まれる。 

（注２）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達

する時刻である。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくるこ

ともある。 

（注３）津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測された

最大波の観測時刻と高さを発表する。 

・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、

観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到

達中であることを伝える。 

 

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内容 

大津波警報 
１m超 数値で発表 

１m以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2m以上 数値で発表 

0.2m未満  「観測中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 

数値で発表（津波の高さが

ごく小さい場合は「微弱」

と表現） 
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（注４）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された

最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推

定される沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高

さ）を津波予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影

響を考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報

が発表中の津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値では

なく「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発

表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値（注））の発表内容 

発表中の津波警報等 沿岸で推定される津波の高さ 発表内容 

大津波警報 

３m超 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

３m以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿

岸での推定値を「推定中」と発表 

津波警報 

１m超 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

１m以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿

岸での推定値を「推定中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

（注）沿岸から距離が100kmを超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付

けが難しいため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数

値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 



地震情報の種類、発表基準と内容 

 
地震情報

の種類 発表基準 内容 

震度速報 
・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観

測した地域名（全国を 188 地域に区分）

と地震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に 
関する 
情報 

・震度３以上 

（津波警報・注意報を発表

した場合は発表しない） 

 

「津波の心配がない」または「若干の海

面変動があるかもしれないが被害の心配

はない」旨を付加して、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表。 

 

震源・震

度に関す

る情報 
（注） 

以下のいずれかを満たし

た場合 

・震度３以上 

（津波警報または注意報

を発表した場合は発表し

ない） 

・津波警報・注意報発表

または若干の海面変動

が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）、震度３以上の地域名と市町

村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の市町村名を発表。 

各地の 
震度に 
関する 
情報 

（注） 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の地点名を発表。 

※地震が多数発生した場合には、震度３

以上の地震についてのみ発表し、震度２

以下の地震については、その発生回数を

「その他の情報（地震回数に関する情

報）」で発表。 
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推計震度

分布図 

・震度５弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、１

km 四方ごとに推計した震度（震度４以上）

を図情報として発表。 

長周期地

震動に関

する観測

情報 

・震度３以上 高層ビル内での被害の発生可能性等につ

いて、地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）、地域ごと及び地点ご

との長周期地震動階級等を発表（地震発

生から約 20～30 分後に気象庁ホームペー

ジ上に掲載）。 

遠地地震

に関する

情報 

国外で発生した地震につ

いて以下のいずれかを満

たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以

上 

・都市部等、著しい被害

が発生する可能性があ

る地域で規模の大きな

地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）を概ね 30分以内

に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記

述して発表。 

その他の

情報 

・顕著な地震の震源要素

を更新した場合や地震

が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや

地震が多発した場合の震度１以上を観測

した地震回数情報等を発表。 

（注）気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関する情報」

と「各地の震度に関する情報」はまとめた形の一つの情報で発表している。 
気象庁ホームページでは「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に関す

る情報」について、どちらかの発表基準に達した場合に両方の情報を発表してい

る。 



（３）地震活動に関する解説資料等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び

管区・地方気象台等が関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料。 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

地震解説資料 

（全国速報版・地域速

報版） 

 

以下のいずれかを満た

した場合に、一つの現

象に対して一度だけ発

表 
・津波警報・注意報発

表時（遠地地震による

発表時除く） 
・（担当地域で）震度４

以上を観測 
（ただし、地震が頻発

している場合、その都

度の発表はしない。） 

地震発生後30分程度を目

途に、地方公共団体が初

動期の判断のため、状況

把握等に活用できるよう

に、地震の概要、震度に

関する情報や津波警報や

津波注意報等の発表状況

等、及び津波や地震の図

情報を取りまとめた資

料。 

・地震解説資料（全国速

報版） 

上記内容について、全国

の状況を取りまとめた資

料。 

・地震解説資料（地域速

報版） 

上記内容について、発表

基準を満たした都道府県 
地震解説資料 

（全国詳細版・地域詳

細版） 

以下のいずれかを満た

した場合に発表するほ

か、状況に応じて必要

となる続報を適宜発表 

・津波警報・注意報発

表時 

・（担当地域で）震度５

弱以上を観測 

・社会的に関心の高い

地震が発生 

地震発生後１～２時間

を目途に第１号を発表

する。 

・地震解説資料（全国

詳細版） 

地震や津波の特徴を解

説するため、防災上の

留意事項やその後の地

震活動の見通し、津波

や長周期地震動の観測

状況、緊急地震速報の

発表状況、周辺の地域

の過去の地震活動な
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ど、より詳しい状況等

を取りまとめた資料。 

・地震解説資料（地域

詳細版） 

地震解説資料（全国詳

細版）発表以降に状況

に応じて必要となる続

報を適宜発表するとと

もに、状況に応じて適

切な解説を加えること

で、防災対応を支援す

る資料（地域の地震活

動状況や応じて、単独

で提供されることもあ

る。） 

地震活動図 ・定期（毎月初旬） 地震・津波に係る災害

予想図の作成、その他

防災に係る活動を支援

するために、毎月の新

潟県及びその地方の地

震活動の状況をとりま

とめた地震活動の傾向

等を示す資料。 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 防災に係る活動を支援

するために、週ごとの

関東中部地方の地震活

動の状況をとりまとめ

た資料。 
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２ 新潟市防災会議運営規程 

 

※該当箇所抜粋 

新潟市防災会議委員 

令和４年４月１日現在 

 

会長 新潟市長 

 機 関 名 役 職 名 所   在   地 電 話 

第
一
号
委
員 

関東財務局新潟財務事務所 所  長 中央区美咲町１－２－１新潟美咲合同庁舎 025-281-7501 

北陸信越運輸局 総務部長 中央区美咲町１－２－１新潟美咲合同庁舎 025-285-9000 

北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所 所  長 中央区入船町４丁目3778 025-222-6111 

東京航空局新潟空港事務所 所  長 東区松浜町2350-４ 025-273-4567 

新潟海上保安部 部  長 中央区竜が島１丁目５－４ 025-247-0118 

新潟地方気象台 台  長 中央区美咲町１－２－１新潟美咲合同庁舎 025-281-5872 

新潟労働基準監督署 署  長 中央区美咲町１－２－１新潟美咲合同庁舎 025-288-3571 

北陸地方整備局新潟国道事務所 所  長 中央区南笹口２丁目１－65 025-246-7766 

北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 所  長 中央区文京町14－13 025-266-7131 

北陸地方整備局阿賀野川河川事務所 所  長 秋葉区南町14－28 0250-22-2211 

北陸農政局新潟県拠点 総括農政推進官 中央区船場町２－3435－１ 025-228-5211 

第二 新潟県新潟地域振興局 局  長 秋葉区新津4524-1 0250-24-7140 

第三 新潟県警察 新潟市警察部長 中央区新光町４－１ 025-285-0110 

第四 新潟市教育委員会 教 育 長 中央区古町通7番町1010 ふるまち庁舎4階 025-228-1000 

第五

号委

新潟市消防局 局  長 中央区鐘木２５７番地１ 025-288-3270 

新潟市消防団 団  長 中央区鐘木２５７番地１ 025-288-3270 

第六

号 

委員 

新潟市 副 市 長 中央区学校町通１番町602－１ 025-228-1000 

新潟市 水道局長 中央区関屋下川原町１丁目３－３ 025-266-9311 

新潟市 危機管理監 中央区学校町通１番町602－１ 025-228-1000 

第
七
号
委
員 

日本郵便株式会社新潟中央郵便局 局  長 中央区東大通２丁目６－26 025-244-6101 

東日本電信電話株式会社埼玉事業部新潟支店 支 店 長 中央区東堀通七番町1017番地１NTTプラザビル 025-227-6802 

日本銀行新潟支店 次  長 中央区寄居町344 025-222-3101 

日本赤十字社新潟県支部 事務局長 中央区関屋恵町11‐55 NTT東日本関屋恵町ビル２階  025-231-3121 

日本放送協会新潟放送局 局  長 中央区川岸町１丁目49 025-230-1611 

東日本高速道路株式会社新潟支社 新潟管理事務所長 江南区亀田早通3223番地 025-287-4411 

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社 設備部長 中央区花園１丁目１－５ 025-248-5174 

日本通運株式会社新潟支店 支 店 長 中央区上大川前通５番町68－1 025-228-0202 

東北電力ネットワーク株式会社新潟電力センター 所  長 中央区上大川前通５番町84 025-222-0653 

亀田郷土地改良区 理 事 長 江南区東早通１丁目２－25 025-381-2131 

北陸瓦斯株式会社新潟供給センター センター長 中央区附船町１丁目4401 025-229-7011 

新潟運輸株式会社 執行役員総務部長 中央区女池北１丁目１－１ 025-285-5122 

新潟交通株式会社 常務取締役 中央区万代１丁目６－１ 025-246-6290 

株式会社新潟放送 報道部長 中央区川岸町３丁目18 025-230-1532 

株式会社NST新潟総合テレビ 報道制作部長 中央区八千代２丁目３－１ 025-249-8900 

株式会社テレビ新潟放送網 報道制作局報道部長 中央区新光町１－11 025-283-8151 

株式会社新潟テレビ21 報道制作局報道部長 中央区下大川前通６ノ町2230－19 025-223-8608 

株式会社エフエムラジオ新潟 執行役員放送本部長 中央区幸西4丁目3-5 025-246-2311 

株式会社けんと放送 経営管理部 中央区天神１丁目１プラーカ３ 025-240-2555 

株式会社エフエム新津 業務部長 秋葉区新津東町２丁目５－６ 0250-23-5000 

エフエム角田山コミュニティ放送株式会社 代表取締役 西蒲区巻甲2670－１ 0256-72-2761 

株式会社新潟日報社 三条総局長 中央区万代3丁目１－１ 025-385-7201 

公益社団法人新潟県看護協会 理  事 中央区川岸町２丁目11番地 看護研修センター内 025-265-1225 

第
八
号
委

員 

陸上自衛隊第30普通科連隊 副連隊長 新発田市大手町６丁目４－16 0254-22-3151 

全国農業協同組合連合会新潟県本部 管理部長 西区山田2310－15 025-232-1521 

一般社団法人新潟市医師会 会  長 中央区紫竹山３丁目３－11新潟市総合保健医療センター 025-240-4131 

一般社団法人新潟市歯科医師会 会  長 中央区紫竹山３丁目３－11新潟市総合保健医療センター 025-244-5231 
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一般社団法人新潟市薬剤師会 会  長 中央区紫竹山３丁目３－11新潟市総合保健医療センター 025-243-8931 

一般社団法人新潟県銀行協会 事務局長 中央区上大川前通７番町1236－１ 025-222-7845 

新潟商工会議所 副 会 頭 中央区万代島５番１号 万代島ビル７階 025-290-4411 

新潟大学危機管理室 教  授 西区五十嵐2の町8050 025-262-6178 

     

 

 
機 関 名 役 職 名 所   在   地 電 話 

第

八

号

委

員 

社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 常務理事 中央区八千代１－３－１総合福祉会館 025-243-4366 

一般社団法人新潟市青年会議所 副理事長 中央区西堀前通６番町894番地１西堀６番館ビル 025-229-0874 

新潟市連合婦人会 会  長   

新潟市防火連合協議会 婦人防火部会長   

にいがた女性会議 運営委員   

特定非営利法人ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｳｨﾒﾝｽﾞ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ 会  員   

にいがたGIS協議会 会  長 中央区美咲町1丁目4番15号 025-282-2600 

北区自治協議会 委  員   

東区自治協議会 委  員   

中央区自治協議会 委  員   

江南区自治協議会 委  員   

秋葉区自治協議会 委  員   

南区自治協議会 委  員   

西区自治協議会 委  員   

西蒲区自治協議会 委  員   

計65名    

 

新潟市防災会議水防部会委員 

機 関 名 役 職 名 所   在   地 電 話 

新潟地方気象台 台  長 中央区美咲町１－２－１新潟美咲合同庁舎 025-281-5872 

北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 所  長 中央区文京町14－13 025-266-7131 

北陸地方整備局阿賀野川河川事務所 所  長 秋葉区南町14－28 0250-22-2211 

新潟県新潟地域振興局地域整備部 部  長 東区竹尾２丁目2－80 025-273-3187 

新潟県新潟地域振興局新津地域整備部 部  長 秋葉区新津4524－１ 0250-24-7124 

新潟県警察新潟市警察部 新潟市警察部長 中央区新光町４－１ 025-285-0110 

新潟市消防局 局  長 中央区鐘木２５７番地１ 025-288-3270 

新潟市消防団 団  長 中央区鐘木２５７番地１ 025-288-3270 

新潟市土木部 部  長 中央区学校町通１番町602－１ 025-228-1000 

新潟市 危機管理監 中央区学校町通１番町602－１ 025-228-1000 

計10名    



新潟市防災会議幹事 

令和４年４月１日現在 

機 関 名 役 職 名 所   在   地 電 話 

新潟海上保安部 警備救難課長 東区竜が島１丁目５－４ 025-247-0118 

新潟地方気象台 防災管理官 中央区美咲町１－２－１新潟美咲合同庁舎 025-281-5872 

北陸地方整備局新潟国道事務所 防災情報課長 中央区南笹口２丁目１－65 025-246-7764 

北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 調査設計課長 中央区文京町14－13 025-266-7131 

北陸地方整備局阿賀野川河川事務所 調査課長 秋葉区南町14－28 0250-22-2211 

陸上自衛隊第30普通科連隊 第三科長 新発田市大手町６丁目４－16 0254-22-3151 

新潟県新潟地域振興局 企画振興部副部長 秋葉区新津4524-１ 0250-24-7140 

新潟県警察新潟市警察部 企画調整課企画調整管理官 中央区新光町４－１ 025-285-0110 

東日本電信電話株式会社埼玉事業部新潟支店  新潟災害対策室長 中央区東堀通七番町1017番地１ＮＴＴプラザビル 025-227-6802 

日本赤十字社新潟県支部 参事 中央区関屋恵町11‐55 NTT東日本関屋恵町ビル２階 025-231-3121 

日本放送協会新潟放送局 放送部長 中央区川岸町１丁目49 025-230-1611 

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社 設備部長 中央区花園１丁目１－５ 025-248-5174 

日本通運株式会社新潟支店 総務次長 中央区上大川前通５番町68－１ 025-228-0202 

東北電力ネットワーク株式会社新潟電力センター 総務課長 中央区上大川前通５番町84 025-222-0653 

北陸瓦斯株式会社新潟供給センター 供給管理グループマネージャー 中央区附船町１丁目4401 025-229-7011 

株式会社新潟放送 情報センター長 中央区川岸町３丁目18 025-230-1532 

株式会社新潟日報社 報道第二部長 西区善久772－２ 025-378-9407 

全国農業協同組合連合会新潟県本部 総務人事課長 西区山田2310－15 025-232-1521 

一般社団法人新潟市医師会 理  事 中央区白山浦２丁目180－５ 025-231-4131 

新潟市危機管理防災局 防災課長 中央区学校町通１番町602－１ 025-228-1000 

新潟市消防局 警防課長 中央区鐘木２５７番地１ 025-288-3270 

新潟市水道局 経営管理課長 中央区関屋下川原町１丁目３－３ 025-266-9311 

新潟市教育委員会 教育総務課長（参事） 中央区古町通7番町1010 ふるまち庁舎4階 025-228-1000 

   計23名 
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１７　災害時応援協定一覧
行政団体等との災害時応援協定締結状況　 令和4年3月31日現在

区分 協定名称 協 定 団 体 名 団体数 協定締結日 協定の主な内容
連絡調整担当

班(局）

災害時における相互援助協定 川崎市 1 S44.7.29 相互応援
災害対策本部
事務局

災害時における近隣市町村相互応援
協定

長岡市、加茂市、佐渡市、阿賀野市、新発田市、五泉
市、三条市、燕市、聖籠町、田上町、弥彦村

11 H7.4.1 相互応援
災害対策本部
事務局

自治体防災情報ネットワーク連絡会
加盟都市災害時相互応援に関する協
定

仙台市、島原市、静岡市、釧路市、福井市、墨田区 6 H8.7.1 相互応援
災害対策本部
事務局

北関東・新潟地域連携軸推進協議会
災害時における相互応援に関する要
綱

長岡市、柏崎市、加茂市、湯沢町、前橋市、高崎市、
伊勢崎市、沼田市、渋川市、みなかみ町、玉村町、足
利市、栃木市、佐野市、小山市、水戸市、ひたちなか
市、茨城町

18 H8.10.14 相互応援
災害対策本部
事務局

磐越自動車道沿線都市交流会議災害
時における相互応援に関する要綱

五泉市、阿賀野市、阿賀町、喜多方市、会津若松市、
郡山市、いわき市、田村市、西会津町、会津板下町、
磐梯町、猪苗代町、三春町、小野町、会津美里町

15 H10.5.21 相互応援
災害対策本部
事務局

横浜市と新潟市との危機発生時にお
ける相互応援に関する協定

横浜市 1 H20.2.4 相互応援
災害対策本部
事務局

21大都市災害時相互応援に関する協定

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎
市、横浜市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、
京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北
九州市、福岡市、熊本市

20 H20.2.20 相互応援
災害対策本部
事務局

石油基地自治体協議会加盟団体災害
時相互応援協定

室蘭市、釧路市、苫小牧市、伊達市、石狩市、北斗
市、青森市、八戸市、秋田市、男鹿市、久慈市、酒田
市、仙台市、塩竈市、多賀城市、北茨城市、市川市、
市原市、袖ケ浦市、横浜市、富山市、金沢市、半田
市、碧南市、東海市、知多市、四日市市、堺市、泉大
津市、松原市、高石市、海南市、有田市、倉敷市、玉
野市、坂出市、松山市、大竹市、下関市、宇部市、周
南市、防府市、岩国市、山陽小野田市、和木町、北九
州市、中間市、大分市、八代市、鹿児島市、うるま市

51 H23.7.12 相互応援
災害対策本部
事務局

さいたま市と新潟市との危機発生時
における相互応援に関する協定

さいたま市 1 H26.3.25 相互応援
災害対策本部
事務局

前橋市と新潟市との危機発生時にお
ける相互応援に関する協定

前橋市 1 H26.9.29 相互応援
災害対策本部
事務局

高崎市と新潟市との危機発生時にお
ける相互応援に関する協定

高崎市 1 H26.9.29 相互応援
災害対策本部
事務局

新潟市と西条市との危機発生時にお
ける相互応援に関する協定

西条市 1 H27.6.13 相互応援
災害対策本部
事務局

新潟市といわき市との危機発生時に
おける相互応援に関する協定

いわき市 1 H27.9.24 相互応援
災害対策本部
事務局

総社市と新潟市との危機発生時にお
ける相互応援に関する協定

総社市 1 R1.7.1 相互応援
災害対策本部
事務局

全国LNG火力発電所所在市町村連絡協
議会災害時相互応援協定

七ヶ浜町、神栖市、袖ヶ浦市、上越市、富津市、聖籠
町、知多市、川越町、坂出市、中城村

10 H29.5.25 相互応援
災害対策本部
事務局

大規模災害時における「チームにい
がた」による相互応援等に関する協
定

新潟県、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷
市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚
川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、
魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上
町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関
川村、粟島浦村

30 H31.3.11 相互応援
災害対策本部
事務局

21大都市民生主管部局大規模災害時
相互応援に関する覚書

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎
市、横浜市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、
京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北
九州市、福岡市、熊本市

20 H25.3.13 相互応援
福祉対策部福
祉総務班

災害時の相互協力に関する申し合わ
せ

国土交通省北陸地方整備局企画部 1 H21.2.19
情報の収集・提供、職
員の派遣

災害対策本部
事務局

避難場所
提供

災害時における防災活動協力に関す
る覚書

国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 1 H21.6.1 一時避難所の提供
災害対策本部
事務局

水防活動 覚書 国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 1 H26.10.21
信濃川下流（小須戸橋
右岸）における水防活
動

災害対策本部
事務局

情報
ホームページによる災害情報発信の
相互協力に関する協定

堺市 1 H26.6.16
ホームページを利用し
た災害情報発信の相互
協力

災害対策本部
事務局

廃棄物
新潟県災害廃棄物等の処理に係る相
互応援に関する協定書

新潟県 1 H18.10.23
災害廃棄物処理にかか
る相互応援

環境総務班

物資
中央卸売市場協会災害時相互応援に
関する協定

全国中央卸売市場協会 40 H20.9.1 災害時相互応援 市場班

災害対応
支援

災害時の支援等に関する協定 財務省関東財務局、財務省関東財務局新潟財務事務所 2 H29.6.12
未利用国有地の提供，
職員の派遣，一時滞在
施設の提供

災害対策本部
事務局

災害時における燃料供給の相互協力
に関する覚書

岡山市水道局 1 H27.1.30
災害時燃料供給の相互
協力

水道対策部
統括班

災害時における燃料供給の相互協力
に関する覚書

神戸市水道局 1 H26.3.24
災害時燃料供給の相互
協力

水道対策部
統括班

災害時における燃料供給の相互協力
に関する覚書

静岡市上下水道局 1 H26.2.5
災害時燃料供給の相互
協力

水道対策部
統括班

災害時における燃料供給の相互協力
に関する覚書

横浜市水道局 1 H25.8.27
災害時燃料供給の相互
協力

水道対策部
統括班

仙台市水道局と新潟市水道局の災害
相互応援に関する覚書

仙台市水道局 1 H24.11.20 相互応援
水道対策部
統括班

19大都市水道局災害相互応援に関す
る覚書

１９大都市水道局 18 H25.3.31 相互応援
水道対策部
統括班

日本水道協会新潟県支部水道災害相
互応援要綱

日本水道協会新潟県支部 1 H22.2.16 相互応援
水道対策部
統括班

日本水道協会中部地方支部災害時相
互応援に関する協定

日本水道協会中部地方支部 1 H20.2.7 相互応援
水道対策部
統括班

水道緊急連絡管水融通等相互応援に
関する協定書

五泉市 1 H18.6.1 相互応援
水道対策部
統括班

水道緊急連絡管水融通等相互応援に
関する協定書

三条市 1 H25.3.22 相互応援
水道対策部
統括班

災害時相互応援及び災害対策の技術
協力に関する協定

名古屋市上下水道局 1 H29.2.9 相互応援・情報交換
水道対策部
統括班

※　消防相互応援協定については、「表２－１－１０－３　新潟市消防局加盟の消防相互応援協定等」に記載　

相互応援

水道

別添13



民間団体との災害時応援協定締結状況 令和4年3月31日現在

区分 協 定 団 体 名 電話番号
団体
数

協定締結日 協定内容
連絡調整担当班

(局）

（株）エフエム新津 0250-23-5000 1 H8.7.8 災害時の緊急情報伝達 災害対策本部事務局

（株）エフエムラジオ新潟 025-246-2314 1 H24.9.25 災害時の緊急情報伝達 災害対策本部事務局

エフエム角田山コミュニティ放送(株) 0256-72-2761 1 H25.4.1 災害時の緊急情報伝達 西蒲区本部事務局

ヤフー(株) 03-6440-6747 1 H25.10.22
災害時の緊急情報伝達，キャッシュサイトの
掲載等

災害対策本部事務局

新潟市ハイヤー・タクシー協会及び
新潟市個人タクシー事業協同組合

025-285-3613
025-241-4771

2 H31.2.15 災害時における情報提供、人員及び物資輸送 災害対策本部事務局

損害保険ジャパン株式会社 1 H29.9.1 災害発生時等におけるドローンの活用 災害対策本部事務局

日本郵便株式会社信越支社及び新潟市内郵便局 3 H31.3.25 避難者情報の提供、車両の貸与 災害対策本部事務局

（株）ニューメディア 1 R3.3.18 災害時における通信機能確保 災害対策本部事務局

（株）新潟放送 025-230-1788 1 R4.1.4 災害時の緊急情報伝達 災害対策本部事務局

新潟交通観光バス株式会社
新潟第一観光バス株式会社

025-271-6266
025-362-3535

2 H18.4.1 消防団車両の提供 消防対策部　警防班

東日本高速道路株式会社 0570-024-024 1 H17.3.19 救急活動 消防対策部　警防班

北陸ガス株式会社新潟供給センター 025-229-7012 1 S56.4.1 消防応援 消防対策部　警防班

新潟市北区建設業協会 025-386-2811 1 H18.8.3 道路復旧等の応急対策 北区建設班

新潟市北区建設防災組合 025-386-5980 1 H22.9.30 道路復旧等の応急対策 北区建設班

横雲会（横越建設業協会） 025-385-3364 1 H18.11.15 道路復旧等の応急対策 江南区建設班

亀田建設業協会 025-382-4171 1 H19.10.15 道路復旧等の応急対策 江南区建設班

新津建設業協同組合 0250-24-2103 1 H18.5.29 道路復旧等の応急対策 秋葉区建設班

小須戸建設業協会 0250-38-2166 1 H19.10.15 道路復旧等の応急対策 秋葉区建設班

南区建設業協会 025-372-2151 1 H30.9.14 道路復旧等の応急対策 南区建設班

新潟市西蒲区建設業協会 0256-72-3069 1 H19.10.15 道路復旧等の応急対策 西蒲区建設班

（一社）新潟市建設業協会 025-285-7131 1 R1.10.1
施設の被災状況調査・障害物除去・応急対
策，資機材の提供

各区建設班

新潟県鳶土工職組合連合会 0258-36-6310 1 H19.4.11 障害物除去等の応急対策 各区建設班

（一社）新潟市道路保全協会 025-283-0134 1 H19.6.21
道路障害物除去並びに車両通行規制及び迂回
路確保等の措置

各区建設班

（一社）新潟県測量設計業協会 025-267-1110 1 H19.9.5
公共土木施設等の被害調査並びに災害復旧の
ための測量及び設計

各区建設班

（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協
会北陸支部

025-229-4187 1 H20.8.6 市管理橋りょうの被害調査及び応急対策 各区建設班

（一社）建設コンサルタンツ協会北陸支部 025-282-3370 1 H20.8.6 市管理公共土木施設の被害調査及び応急対策 各区建設班

新潟県鋼構造協会 025-256-2119 1 H20.8.6
市管理橋りょう・水門等鋼構造物の被害調査
及び応急対策

各区建設班

（一社）新潟県地質調査業協会 025-225-8360 1 H20.8.6 市管理公共土木施設の被害調査及び応急対策 各区建設班

新潟市電設業協同組合 025-230-4406 1 H20.8.6
市管理公共土木施設の電気設備に関する被害
調査及び応急対策，電気関係資機材の提供

各区建設班

（一社）全国特定法面保護協会北陸地方支部 025-285-6456 1 H20.8.6 市管理公共土木施設の被害調査及び応急対策 各区建設班

（一社）新潟県融雪技術協会 025-281-1114 1 H20.8.6 市管理公共土木施設の被害調査及び応急対策 各区建設班

（一社）新潟県解体工事業協会 025-245-7673 1 H18.3.18 建物解体除去・廃棄物の処理 建築班

（一社）新潟市造園建設業協会
※₁ 一部個別協定あり

025-282-4456 1 H18.5.29
倒木の処理，避難場所となる公園・緑地内の
応急対策

各区建設班

新潟市北区造園建設組合 025-387-3861 1 H21.8.14
倒木の処理，避難場所となる公園・緑地内の
応急対策

北区建設班

（一社）新潟県農業土木技術協会 025-242-3030 1 H20.9.1 農業施設の被害調査及び応急復旧 農林水産班

小須戸管工事協会 0250-38-4721 1 H17.8.22 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

新潟市管工事業協同組合 025-267-1865 1 H9.3.28 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

白根管工事協会 025-372-1166 1 H17.8.17 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

情報

消防

施設復
旧等



民間団体との災害時応援協定締結状況 令和4年3月31日現在

区分 協 定 団 体 名 電話番号
団体
数

協定締結日 協定内容
連絡調整担当班

(局）

（公財）新潟水道サービス 025-241-1221 1 H26.8.1
応急給水（補助），水道施設の応急復旧（補
助）

水道対策部　統括班

敦井産業(株)及び(株)クボタ東京本社
025-229-8070
03-3245-3425

2 H28.10.1 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

昱工業(株) 025-260-3120 1 H28.11.1 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

株式会社荏原製作所北陸支社
050-3416-
4744

1 H29.5.9 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

新潟企業(株)、水道機工(株)及び(株)水機テクノ
ス

025-231-2115
025-248-6675
025-246-2342

3 H30.11.26 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

フジテコム株式会社 1 R2.8.21 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

水ing（株）
水ingAM（株）
水ingエンジニアリング（株）

3 R2.8.21 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

水島鉄工（株） 1 R2.8.21 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

（一社）新潟県下水道管路維持改築協会 025-378-6325 1 H20.10.29
市管理下水道管路施設等の被災状況調査及び
応急対策

下水道班

（一社）新潟市下水道管路管理業協会 0256-72-6750 1 H20.10.29
市管理下水道管路施設等の被災状況調査及び
応急対策

下水道班

（公社）日本下水道管路管理業協会中部支部新潟
県部会

025-287-6811 1 H27.7.9
市管理下水道管路施設等の被災状況調査及び
応急対策

下水道班

地方共同法人日本下水道事業団 025-243-6891 1 H31.4.22
市管理下水道施設等の被災状況調査及び応急
対策

下水道班

新潟市橋梁維持補修技術協会 025-286-5212 1 H21.10.30 市管理橋りょうの被害調査及び応急対策 各区建設班

新潟市管工事業協同組合 025-267-1865 1 H22.3.26
市管理公共施設等の給排水設備冷暖房設備等
に関する被害調査及び応急対策

建築班

北陸瓦斯（株）及び
（一社）新潟県ＬＰガス協会

025-229-7011
025-267-3171

2 H9.3.26 ガスの供給 市民生活班

新潟県電気工事工業組合３支部
（新潟支部，燕支部，新津支部）

025-229-2087 3 H26.8.25
市管理施設等の電気設備に関する調査・応急
対策

総務班

東北電力ネットワーク株式会社
新潟電力センター
新津電力センター
新発田電力センター

3 R3.1.15

災害拠点病院や重要施設等に対する電力設備
の優先復旧及び電源車の提供
電力設備の復旧作業に必要となる用地の確保
や道路の復旧

災害対策本部事務局

安達建設興業（株） 1 R3.6.1 ポンプ場等の応急対策 下水道班

サトウ食品工業（株） 025-275-1100 1 H17.4.11 食糧の供給・運搬 市民生活班

（株）日本フードリンク 025-282-7023 1 H17.5.13 食糧の供給・運搬 市民生活班

（株）総合フードサービス 025-201-2411 1 H17.5.13 食糧の供給・運搬 市民生活班

（株）グリーンフードサービス 025-283-2141 1 H17.5.13 食糧の供給・運搬 市民生活班

森永製菓（株）関東信越支店 025-242-3901 1 H21.6.2 食糧供給，輸送 市民生活班

亀田製菓（株） 025-382-8832 1 H21.8.28 食糧供給，輸送 市民生活班

山崎製パン（株）新潟工場 025-382-2211 1 H25.4.1 食糧供給，輸送 市民生活班

新潟市職員生活協同組合 025-223-7898 1 H21.10.1 職員用食糧供給，輸送 職員班

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
0800-919-
0509

1 H17.5.6
飲料水の供給・運搬，一部自動販売機内在庫
の無償提供

市民生活班

ダイドービバレッジサービス株式会社 新潟営業
所

025-283-7151 1 H21.1.23
飲料水の供給・運搬，一部自動販売機内在庫
の無償提供

市民生活班

サントリービバレッジサービス（株） 025-266-5135 1 H22.6.1 飲料水の供給，輸送 市民生活班

麒麟山酒造(株) 0254-92-3511 1 H19.3.18 飲料水の運搬(応急給水支援) 水道対策部　統括班

第一環境株式会社 025-201-3860 1 H29.5.9 応急給水活動の支援、市民への広報活動 水道対策部　統括班

新潟県牛乳輸送株式会社 0256-86-3351 1 H30.11.26 飲料水の運搬(応急給水支援) 水道対策部　統括班

イオンリテール(株)　※₂ 一部個別協定あり
070-6449-
3206

1 H20.7.1
食糧・衣料・日用品等の供給，店舗を避難場
所として提供

市民生活班

(株)ファミリーマート 03-3989-7758 1 H26.8.20 食料品・飲料水・日用品等の供給 市民生活班

NPO法人コメリ災害対策センター 025-371-4185 1 H27.7.8
日用品等物資の供給，市内大型店駐車場を物
資集積拠点等として提供

市民生活班

株式会社カインズ 0495-88-7100 1 H29.3.17 日用品等物資の供給 市民生活班
物資供

給



民間団体との災害時応援協定締結状況 令和4年3月31日現在

区分 協 定 団 体 名 電話番号
団体
数

協定締結日 協定内容
連絡調整担当班

(局）

株式会社バイタルネット 025-234-1111 1 H31.2.1 一般用医薬品，衛生用品等の供給 市民生活班

株式会社セブン-イレブン・ジャパン及び株式会社
イトーヨーカ堂

2 R1.9.27
食料品・飲料水・日用品等の供給、帰宅困難
者支援

市民生活班

スポーツクラブＮＡＳ株式会社 1 R1.6.13 災害時の物資支援 市民生活班

株式会社ゼンリン新潟・長野エリアグループ 025-241-4555 1 H29.3.21 地図製品等の供給 災害対策本部事務局

(株)アクティオ 025-283-1411 1 H23.9.15 仮設トイレ，自家発電機

（仮設トイレ）
 環境総務班
（自家発電機）
 市民生活班

株式会社レンタルのニッケン信越支店 025-240-0341 1 H28.12.12 仮設トイレ，発電機

（仮設トイレ）
 環境総務班
（発電機）
 市民生活班

有限会社エムテク 025-377-7653 1 H28.12.12 仮設トイレ 環境総務班

オロシベ産業株式会社 025-286-2749 1 H28.12.12 仮設トイレ 環境総務班

有限会社ケイ・エス・ケイ 025-287-7300 1 H28.12.12 仮設トイレ 環境総務班

（株）ダイワテック 1 R3.8.1 仮設トイレ 災害対策本部事務局

セッツカートン(株) 0256-97-4791 1 H24.1.4 段ボールパーテーション，段ボールベッド等 市民生活班

新潟市畳業組合 025-223-5977 1 H26.3.20 避難所等への畳の搬送 市民生活班

株式会社スノーピーク 1 H30.8.29 アウトドア用品の提供 市民生活班

アークランドサカモト（株） 025-287-6341 1 H29.9.26 支援物資の優先的提供 市民生活班

川崎グループ 025-271-4161 1 H19.1.26 燃料供給 総務班

（株）ローソン 03-5435-1594 1 R4.2. 食料品・飲料水・日用品等の供給 市民生活班

新潟県トラック協会新潟支部 025-285-3821 1 H9.3.26 物資の輸送 市民生活班

赤帽新潟県軽自動車運送協同組合 025-286-7588 1 H16.3.22 物資の輸送 市民生活班

新潟県トラック協会新津支部 0250-24-7100 1 H21.3.1 物資の輸送 市民生活班

ヤンマーアグリジャパン（株）
関東甲信越支社

025-231-7730 1 H27.6.30 物資の輸送 市民生活班

佐川急便株式会社新潟営業所 026-251-2525 1 H29.3.13 支援物資配送協力 市民生活班

新潟運輸株式会社 025-285-5110 1 H30.2.20 支援物資配送協力 市民生活班

日本通運株式会社新潟支店 025-228-0202 1 H30.3.8 支援物資配送協力 市民生活班

信濃川ウォーターシャトル（株） 025-227-5200 1 H20.3.25 水上交通による物資・人員の輸送 総務班

（株）信濃川観光開発 025-250-5325 1 H20.3.25 水上交通による物資・人員の輸送 総務班

信濃川漁業協同組合 025-280-6143 1 H20.3.25 水上交通による物資・人員の輸送 総務班

新潟市清掃委託連絡会 025-265-1291 1 H25.6.7 家庭系一般廃棄物の収集運搬 環境総務班

新潟県環境検査協会 1 R3.5.31 有害物質等の環境調査 環境総務班

新潟県行政書士会 025-255-5225 1 H25.7.9
被災者のための相談窓口の設置，官公署に提
出する書類の作成・申請手続きの代行

市民生活班

新潟県土地家屋調査士会及び
(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

025-378-5005 2 H26.12.18
災害時における家屋調査，り災証明に係る市
民相談，登記及び境界問題並びに境界紛争に
関する相談所の開設

（家屋調査）調査班
（相談所）
 市民生活班

新潟県弁護士会 1 R3.6.25 災害時における法律相談会の開催 市民生活班

医療
一般社団法人新潟市医師会
一般社団法人新潟市歯科医師会
一般社団法人新潟市薬剤師会

025-240-4131
025-244-5231
025-243-8931

3 R1.11.27 医療救護活動への協力 医療対策班

保健衛
生

一般社団法人新潟県ペストコントロール協会 025-247-8591 1 H17.7.14 感染症発生時等における防疫業務 環境衛生班

輸送

廃棄物

給

市民相
談



民間団体との災害時応援協定締結状況 令和4年3月31日現在

区分 協 定 団 体 名 電話番号
団体
数

協定締結日 協定内容
連絡調整担当班

(局）

遺体安
置

（一社）全日本冠婚葬祭互助協会 025-247-6111 1 H18.6.13
遺体の搬送・安置，帰宅困難者への避難場所
提供，炊き出し支援，物資提供，入浴・洗髪
等の生活支援

（遺体関係）
 遺体埋火葬班
（避難場所）
 福祉総務班
（物資提供）
 市民生活班

社会福祉法人愛宕福祉会　他68施設 - 1 H24.10.1 福祉避難所の開設及び運営 要配慮者班

古町ルフル管理組合法人 - 1 R2.3.1 避難者の受け入れ 中央区本部事務局

学校法人　ノートルダム新潟清心学園 025-269-2041 1 H25.2.1 乳幼児のいる女性等の寄宿舎等への受け入れ 西区本部事務局

新潟日報　黒埼本社 025-378-9313 1 H26.12.24 避難者の受け入れ 西区本部事務局

JA新潟みらい 025-373-2105 1 H26.11.5 避難者の受け入れ 南区本部事務局

新潟電子工業株式会社 025-372-3171 1 H30.6.12 避難者の受け入れ 南区本部事務局

日本中央競馬会 新潟競馬場 025-259-3141 1 H29.2.23 応援職員受け入れ等 総務班

新潟市旅館ホテル協同組合 1 R2.12.24 災害時における宿泊施設の提供 災害対策本部事務局

岩室温泉旅館組合 1 R2.12.24 災害時における宿泊施設の提供 災害対策本部事務局

ANAクラウンプラザホテル新潟
コンフォートホテル新潟駅前
ホテルイタリア軒
ホテルオークラにいがた
新潟グランドホテル
新潟第一ホテル

6 R2.12.24 災害時における宿泊施設の提供 災害対策本部事務局

（株）関越共進 1 R3.9.1 災害時における宿泊施設の提供 災害対策本部事務局

公益財団法人  新潟市開発公社 025-234-2634 1 H29.2.24 指定管理施設における災害対応への支援 災害対策本部事務局

公益財団法人  新潟市海洋河川文化財団 025-222-7500 1 H30.1.11
指定管理施設（駐車場）における災害対応へ
の支援

水道対策部　統括班

一般社団法人全国クレーン建設業協会新潟県支部 025-283-2933 1 H28.10.13 災害応急対策業務に伴う車両等の移動 土木班

全日本高速道路レッカー事業協同組合 03-5414-1886 1 H28.10.13 災害応急対策業務に伴う車両等の移動 土木班

一般社団法人日本自動車連盟新潟支部 025-281-0115 1 H28.10.13 災害応急対策業務に伴う車両等の移動 土木班

147 団体

※₁ 東区本部事務局・西区本部事務局が締結

※₂ 南区本部事務局が締結

災害対
応支援

避難者
等受け
入れ



 

表１－１－４－２ 過去10年間の観測値 

観測地点名：新潟地方気象台 

年 気 温 相対湿度 降水量(mm) 最深積雪 降雪の深さ 

 平均 最高気温 最低気温 平均 最小 合計 日最大 最大１時間  合計 日最大 

 ℃ ℃ 起日 ℃ 起日 ％ ％ 日 mm mm 起日 mm 起日 cm 起日 cm Cm 起日 

平成 24 13.8 36.2 9/17 -4.2 2/19* 72 22 10/14 1810.0 70.5 10/23 33.5 10/23 71 2/17 304 48 2/17 

平成 25 13.8 35.1 8/17 -3.8 2/25 73 11 5/9 2327.0 113.0 8/20 54.0 7/31 16 12/9 132 16 12/9 

平成 26 13.7 36.1 7/26 -4.4 2/12* 72 13 5/7 1984.0 125.0 7/9 30.5 7/9 24 2/9 64 20 2/8 

平成 27 14.4 36.0 7/13 -3.4 2/9 72 12 4/23 1467.5 59.5 12/11 27.5 8/14 32 12/6 121 29 12/6 

平成 28 14.5 35.9 8/20 -3.5 2/8 74 13 4/16 1499.0 51.5 7/27 23.5 7/27 36 1/24 115 22 1/24 

平成 29 13.7 36.4 8/7 -4.0 1/15 75 20 6/15 2036.5 121.0 7/24 29.5 7/25 34 1/14 88 27 1/13 

平成 30 14.3 39.9 8/23 -5.9 1/15 75 16 4/29 1795.5 73.5 8/16 45.0 8/6 80 1/12 265 45 1/11 

平成 31 14.6 39.2 8/15 -1.8 2/9 73 16 5/23 1352.0 69.5 10/12 31.5 8/23 18 1/26 他 96 25 1/26 

令和２  14.7 38.8 9/3 -3.7 2/7 76 13 4/3 2077.5 85.5 7/28 26.0 9/9 1 2/6 他 5 1 2/6 他 

令和３ 14.5 38.2 8/7 -5.0 1/21 76 20 4/21 1952.0 63.5 11/12 24.5 7/12 64 1/11 189 26 1/8 

平年値 13.9     72   1845.9     32  139 24  

 

年 

風速 

日降水≧ 

30mm 日数 

雪日数 

（寒候年） 

霧日数 雷日数 

日最大風速 

≧10m/s 

日数 

平均 最大風速 最大瞬間風速 

m/s m/s 風向 起日 m/s 風向 起日 

平成 24 3.3  17.7  西南西 4/4 33.6  西南西 4/3 8 91 9 40 38 

平成 25 3.3  16.4  西南西 4/7 27.0  西 4/7 20 84 3 40 34 

平成 26 3.2 13.3 西南西 12/2 25.8 西 12/2 15 75 2 36 24 

平成 27 3.1 15.3 南東 8/26 25.0 西 12/4 6 76 3 18 33 

平成 28 3.0 13.6 西南西 10/5 24.2 西南西 10/5 6 60 8 27 23 

平成 29 3.2 15.7 南西 9/18 28.3 西南西 4/19 15 61 5 31 33 

平成 30 3.1 18.2 西南西 3./1 31.3 西南西 3/1 8 79 8 35 34 

平成 31 3.0 14.6 西南西 10/4 26.9 北 10/13 3 63 6 15 24 

令和２ 3.0 14.0 南東 1/28 24.2 西南西 1/8 17 45 3 24 30 

令和３ 3.1 16.3 西南西 1/7 30.1 西南西 2/16 10 55 9 37 27 

平年値 3.3        11.3 69.9 4.5 34.7 40.9 

注：「）」は20％以下の欠測があることを、「］」は20％を超える欠測があることを示します。1つの極値に対して、期

間内に起日が2日以上ある場合、起日の新しい方を掲載し、日の欄に*を付加しています。積雪、降雪量及び雪日数

は寒候年(前年8月～当年7月)までの統計値です。平年値は過去30年(平成３年～令和２年)の平均値です。 
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表１－１－４－３ 人口の推移 

 

 (国勢調査結果 各年10月１日現在)   

年次 
人 口 (人） 人口対前回 

増加率 % 総数 男 女 

平成２年 776,775 375,965 400,810 2.27 

平成７年 796,456 386,198 410,258 2.53 

平成 12 年 808,969 391,891 417,078 1.57 

平成 17 年 813,847 392,525 421,322 0.60 

平成 22 年 811,901 390,406 421,495 △0.24 

平成 27 年 810,157 389,512 420,645 △0.21 

令和２年 789,275 379,741 409,534 △2.6 

※平成13年1月1日合併の黒埼町、平成17年3月21日合併の12市町村（新津市、白根市、

豊栄市、小須戸町、横越町、亀田町、岩室村、西川町、味方村、潟東村、月潟村、

中之口村）、平成17年10月10日合併の巻町を合算した数値 

（参考：区別人口）  

区名 

平成 27 年 令和２年 平成 27 年～令和２年 

人口(人) 人口(人) 増減数(人) 増減率（％） 

北 区 76,328 72,804 △3,524 △4.6 

東 区 137,577 134,446 △3,131 △2.3 

中央区 183,767 180,345 △3,422 △1.9 

江南区 68,906 67,972 △934 △1.4 

秋葉区 76,843 75,069 △1,774 △2.3 

南 区 45,685 43,437 △2,248 △4.9 

西 区 162,833 160,656 △2,177 △1.3 

西蒲区 58,218 54,546 △3,672 △6.3 

新潟市 計 810,157 789,275 △20,882 △2.6 

 

別添15



船舶

大
型
高
所
放
水
車

大
型
化
学
車

泡
原
液
搬
送
車

914 179 (3) 27 19 9 7 (3) 1 1 1 7 8 1 1 1 1 2 1 16 1 6 33 27 3 1 4 1

124 15 1 1 5 3 3 1 1

北本署 50 13 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

松浜出張所 21 4 1 1 1 1

（計） 71 17 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1

東本署 50 11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

山の下出張所 24 5 1 1 1 1 1

空港前出張所 12 2 1 1

大形出張所 21 4 1 1 1 1

（計） 107 22 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 1

中央本署 40 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

礎出張所 24 4 1 1 1 1

白山浦出張所 12 2 1 1

附船出張所 15 2 1 1

県庁前出張所 12 3 1 1 1

沼垂出張所 9 2 1 1

下所島出張所 15 3 1 1 1

文京出張所 15 3 1 1 1

駅南出張所 21 4 1 2 1

山潟出張所 21 4 1 1 1 1

（計） 184 36 4 7 1 1 1 1 1 2 1 5 9 1 1 1

江南本署 45 9 (1) 1 1 1 1 (1) 1 2 1 1

横越出張所 21 4 1 2 1

（計） 66 13 (1) 2 1 1 1 (1) 1 2 3 2

秋葉本署 48 12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

北上出張所 12 3 2 1

小須戸出張所 12 3 1 1 1

（計） 72 18 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1

南本署 47 12 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

北部出張所 12 2 1 1

（計） 59 14 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

西本署 51 9 (1) 1 1 1 (1) 1 1 1 1 1 1

小針出張所 23 4 1 1 1 1

寺尾出張所 12 4 1 1 1 1

赤塚出張所 12 3 1 1 1

黒埼出張所 24 3 1 1 1

（計） 122 23 (1) 4 3 1 1 (1) 1 1 1 1 4 5 1

西蒲本署 50 11 (1) 1 1 1 1 (1) 1 1 1 1 2 1

岩室出張所 12 3 1 1 1

潟東出張所 12 2 1 1

中之口出張所 12 2 1 1

西川出張所 23 3 1 1 1

（計） 109 21 (1) 5 3 1 1 (1) 1 1 1 1 6 1

表２－１－１０－１　新潟市消防局現勢分布
R3.12.1

車種

所属

人
　
員
　
数

車
　
両
　
数

消防車両 その他の車両

ポ
ン
プ
車

タ
ン
ク
車

救
助
工
作
車

は
し
ご
車

3点ｾｯﾄ 化
学
車

指
揮
車

特
殊
災
害
対
応
車

拠
点
機
能
形
成
車
両

特
別
高
度
工
作
車

大
型
除
染
シ
ス
テ
ム
搭
載
車

海
水
利
用
型
消
防
水
利
シ
ス
テ
ム

津
波
・
大
規
模
風
水
害
対
策
車
両

指
令
広
報
車

人
員
輸
送
車

資
機
材
搬
送
車

高
規
格
救
急
車

救
急
車

予
防
査
察
車

防
火
指
導
車

総　数

消防局（計）

北
消
防
署

広
報
指
導
車

連
絡
車

消
防
艇

西
蒲
消
防
署

(注） はしご車の(　　)は，はしご車で大型高所放水車の装備を兼ねているものを再掲。

東
消
防
署

中
央
消
防
署

江
南
消
防
署

秋
葉
消
防
署

南
消
防
署

西
消
防
署
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表２－１－１０－２ 新潟市消防団現勢分布                R3.12.1 

方面隊 分団 班 消 防 車 両 等    （単位：台） 人員 

団 本 部    3 

北 方 面 隊 8 51 消防ポンプ自動車 4､小型動力ポンプ 47､小型動力ポンプ積載車 47 741 

東 方 面 隊 4 21 消防ポンプ自動車 4､小型動力ポンプ 17､小型動力ポンプ積載車 17 312 

中央方面隊 14 30 消防ポンプ自動車 8､小型動力ポンプ 22､小型動力ポンプ積載車 22 506 

江南方面隊 5 59 消防ポンプ自動車 3､小型動力ポンプ 56､小型動力ポンプ積載車 56 765 

秋葉方面隊 13 50 小型動力ポンプ 50､小型動力ポンプ積載車 50 500 

南 方 面 隊 5 53 小型動力ポンプ 53､小型動力ポンプ積載車 53 621 

西 方 面 隊 5 78 消防ポンプ自動車 6､小型動力ポンプ 72､小型動力ポンプ積載車 72 999 

西蒲方面隊 8 100 小型動力ポンプ 100､小型動力ポンプ積載車100 1,171 

合 計 62 442 消防ポンプ自動車25､小型動力ポンプ417､小型動力ポンプ積載車417 5,618 
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表２－１－１０－３　新潟市消防局加盟の消防相互応援協定等

令和4年4月1日現在

区分 協定名称 協 定 団 体 名 団体数 協定締結日
協定の主な

内容
連絡調整担当

班(局）

南西部郷各市町村の相互応援協定 阿賀野市 1 S34.1.16 消防応援
消防対策部
消防総務班

阿賀北広域組合・豊栄市　消防相互応援協定 阿賀野市 1 H6.3.1 消防応援
消防対策部
消防総務班

豊栄市・新発田地域広域事務組合　消防相互
応援協定

新発田地域広域事務組合 1 S53.4.1 消防応援
消防対策部
消防総務班

南部地区消防応援協定 燕・弥彦総合事務組合 1 H6.3.1 消防応援
消防対策部
消防総務班

消防応援協定 五泉市 1 S38.6.6 消防応援
消防対策部
消防総務班

新潟県広域消防相互応援協定 県下消防本部 18 H13.3.19 消防応援
消防対策部
消防総務班

緊急消防援助隊指揮支援隊の輸送に関する協
定

新潟県 1 H21.3.27 消防応援
消防対策部
消防総務班

北陸、磐越及び日本海東北自動車道消防相互応援協定 五泉市、阿賀野市 2 H6.7.19 消防応援
消防対策部
消防総務班

北陸自動車道及び関越自動車道消防相互応援協定
長岡市、見附市、
燕市、三条市

4 H12.12.22 消防応援
消防対策部
消防総務班

高速自動車道国道日本海東北自動車道
豊栄新潟東港・聖籠新発田間消防相互応援協定

新発田地域広域事務組合 1 H14.4.15 消防応援
消防対策部
消防総務班

新潟空港及びその周辺における消火救難活動
に関する協定

東京航空局新潟空港
事務所

1 S46.10.1 消防応援
消防対策部
消防総務班

船舶火災の消火活動及び油流出に起因する火
災予防に関する業務協定

新潟海上保安部 1 S48.7.1 消防応援
消防対策部
消防総務班

新潟東港地区石油コンビナート等特別防災区
域の消防に関する相互応援協定

新発田地域広域事務組合 1 H4.12.10 消防応援
消防対策部
消防総務班

消防
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第
一
類

第
二
類

第
三
類

第
四
類

第
五
類

第
六
類

総数 2,715 7 1 1 2,677 7 2 20 2,049

製造所 30 27 1 2 8

貯蔵所 1,768 4 1 1 1738 6 2 16 1,328

　屋内貯蔵所 220 4 1 199 6 10 157

　屋外タンク貯蔵所 410 408 2 270

　屋内タンク貯蔵所 52 52 33

　地下タンク貯蔵所 406 406 296

　簡易タンク貯蔵所 10 10 5

　移動タンク貯蔵所 635 1 628 6 543

　屋外貯蔵所 35 35 24

取扱所 917 3 912 2 713

　給油取扱所 428 428 350

　第一種販売取扱所 4 3 1 3

　第二種販売取扱所 4 4 4

　移送取扱所 27 27 14

　一般取扱所 454 3 450 1 342

令和３・１２・１
表２－１－１１－１　類別危険物製造所等施設数状況

総数

単独

混在
立入検査
実施延回

数
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新潟県（危機対策課）

県内市町村

陸上自衛隊（第30、第２普通科連隊）

航空自衛隊（新潟救難隊）※警報時のみ

地域整備部 関係水防管理団体

ダム水門管理者

巡視船艇

海事関係 機関所属船舶

在航船舶

新潟航空基地

一般航行船舶

各事務所、出張所

県地域機関
気象情報等メール

配信システム

住民

（無線）

県内市町村

国土交通省
北陸地方整備局

東日本電信電話㈱
※警報時のみ

消防庁

ＮＨＫ新潟放送局

新潟地方気象台

第九管区海上保安本部

新潟海上保安部

二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先。
二重線の経路は、気象業務法第15条の２によって、特別警報の通知又は周知の措置が義務づけられて
いる伝達経路。
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※応援等の要請は電話により直ちに行うこと。また、本様式による要請は、下記事項を把握した段階で速
やかに行うこと。

応援等要請のための連絡事項
(第 報)

年 月 日 時 分

殿

年 月 日 時

年 月 日 時

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

市区
町村

出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

部隊名 連絡事項

指揮支援部隊

航空部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

土砂・風水害機動支援部隊

別記様式１－２

○○送信時間

（第４条、第23条関係）

※いずれかに● 応援等の要請 増隊要請

 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第４条の規定に基づき、次のとおり詳細
な災害の状況及び大規模な消防の応援等に関する事項を連絡します。

新潟市長

消防庁長官
新潟県知事

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

災 害 発 生 場 所
都道
府県

応 援 等 要 請 日 時 ○○ 分

対　象　※いずれかに●

編成に係る
連絡事項

災　害　の　状　況

・必要な都道府県大隊

・必要な部隊　※必要な隊（部隊）に●を付ける。必要（部）隊数が分かる場合は、隊数を記入。

必要な隊、資機材

＜連絡責任者＞
担当課室 新潟市消防局警防課 氏　名

表３－１－５－１　緊急消防援助隊応援要請連絡票

０２５－２８８－３２５０

１３－０１５－４９２－２０５３

０２５－２８８－３２５５

１３－０１５－４９２－２０４９

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

活動を要望する地域

要望する活動
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表３－１－５－３　緊急消防援助隊無線運用体制及び無線運用系統

　

　 統制波

主運用波

主運用波 統制波 指令波・事案波

主運用波

航空相互通信波

周波数
防災相互通信波 158.35
新潟県割当運行管理通信波 131.975
航空相互通信波 122.6
災害時飛行援助通信波 123.45

　

その他無線名称

新潟市緊急消防援助隊受援（被災地単一）における系統図

新 潟 県
災 害 対
策 本 部

指揮支援隊長

自衛隊
警察

海上保安庁

新潟県消防防災航空

総務省消防庁

緊援隊運営員
航空担当者

消防対策本部
（新潟市消防局）

代表消防機関
運営員

消防庁派遣職員

指揮支援部隊長
（仙台市消防局）

仙台市，横浜市，宮城県，
埼玉県，富山県，長野県，
福島県，山形県，栃木県，

東京消防庁

第1次応援航空隊

仙台市消防局指揮支援隊

さいたま市消防局指揮支援隊

東京消防庁指揮支援隊
川崎市消防局指揮支援隊

新潟市部隊
各署大隊本部

緊急消防援助隊
指揮支援本部

○○市指揮支援隊長

広域航空応援隊

消防応援活動調整本部

現地指揮本部

新潟市消防局

新潟県広域消防相互応援協定

上越地域代表消防本部

中越地域代表消防本部

下越地域代表消防本部

佐渡地域代表消防本部

長野県隊

群馬県隊

福島県隊

山形県隊

第1次応援部隊

新潟市消防部隊

県運営員

山形，福島
群馬，長野

第1次応援県大隊 出動準備都道県大隊

宮城，秋田，茨城，栃木
埼玉，千葉，東京

神奈川，富山
石川，福井，山梨
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主運用波

航空相互通信波

　

　
統制波

統制波・主運用波 主運用波 統制波・主運用波 主運用波 主運用波

周波数

防災相互通信波 158.35

新潟県割当運行管理通信波 131.975

航空相互通信波 122.6

123.45

名　　　　　　　称

統制波・主運用波

災害時飛行援助通信波

新潟市緊急消防援助隊受援（被災地複数市町村）における系統図

　

新 潟 県 災 害 対 策 本 部

消防応援活動調整本部

指揮支援隊長

自衛隊
警察

新潟県消防防災航空

総務省消防庁

緊援隊運営員
航空担当者

消防対策本部
（新潟市消防局）

代表消防機関
運営員消防庁派遣職員

指揮支援部隊長
（仙台市消防局）

新潟市災害対策本部

仙台市，横浜市，宮城県，埼玉

県，富山県，長野県，福島県，

山形県，栃木県，東京消防庁

第1次応援航空隊

仙台市消防局指揮支援隊

さいたま市消防局指揮支援隊

東京消防庁指揮支援隊

川崎市消防局指揮支援隊

宮城，秋田，茨城，栃木
埼玉，千葉，東京

神奈川，富山
石川，福井，山梨

出動準備都道県大隊

○○市災害対策本部 ○○市災害対策本部

緊急消防援助隊
指揮支援本部 緊急消防援助隊

指揮支援本部

緊急消防援助隊
指揮支援本部

新潟県
代表消防機関

○○市消防本部 ○○市消防本部

第
1
次
応
援
県
隊

○○市指揮支援隊長

新
潟
県
広
域
消
防

相
互
応
援
協
定

各
地
域
部
隊

第
1
次
応
援
県
隊

第
1
次
応
援
県
隊

○○市指揮支援隊長
○○市指揮支援隊長

広域航空応援隊

新潟県
代表消防機関

第1次応援県大隊

山形，福島
群馬，長野

新
潟
県
広
域
消
防

相
互
応
援
協
定

各
地
域
部
隊

新
潟
県
広
域
消
防

相
互
応
援
協
定

各
地
域
部
隊

新潟市消防局

○○市消防部隊

新潟市消防部隊

○○市消防部隊

県運営員
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